
犯
罪
人
引
渡
に
関
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
の
判
例
法
の
展
開

―
「
テ
ロ
と
の
戦
い
」
の
下
で
の
犯
罪
人
引
渡
と
人
権

―

北
　
　
村
　
　
泰
　
　
三

一
　
は
じ
め
に

二
　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
の
従
来
の
判
例
法

三
　
「
テ
ロ
と
の
戦
い
」
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
刑
事
司
法
協
力
の
動
き

（
１
）
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
評
議
会
の
取
り
組
み

（
２
）
Ｅ
Ｕ
諸
国
の
取
り
組
み
―
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
通
逮
捕
状
制
度
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論
文
要
旨

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
は
、
一
九
八
九
年
のS

oerin
g

対
英
国
事
件
判
決
に
お
い
て
、
犯
罪
人
引
渡
の
結
果
、
引
渡
請
求
国
内
に
お
い
て
人
権
侵
害
が
予
想
さ
れ
る
場
合

に
は
引
渡
し
自
体
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
三
条
に
違
反
す
る
と
い
う
画
期
的
判
決
を
下
し
た
。
こ
の
論
理
は
、
犯
罪
人
引
渡
に
と
ど
ま
ら
ず
、
退
去
強
制
や
国
外
追
放
な
ど

の
結
果
、
外
国
に
お
い
て
拷
問
、
非
人
道
的
取
扱
い
を
受
け
る
恐
れ
が
あ
る
場
合
に
も
適
用
さ
れ
る
の
で
、
国
家
実
行
に
幅
広
い
影
響
を
与
え
て
き
た
。
他
方
で
、
今
世
紀
に

入
っ
て
、「
テ
ロ
と
の
戦
い
」
を
理
由
と
し
て
、
テ
ロ
の
予
防
と
犯
人
の
訴
追
、
処
罰
を
実
効
的
に
推
し
進
め
よ
う
と
す
る
考
え
方
が
前
面
に
で
て
き
た
。
本
稿
で
は
、
こ
う

し
た
時
代
背
景
の
下
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
が
、
犯
罪
人
引
渡
と
人
権
保
障
の
要
請
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
判
断
を
示
し
て
い
る
か
を
検
討
す
る
。
そ
の
結
果
、
人

権
裁
判
所
は
、
近
年
の
犯
罪
人
引
渡
が
ら
み
の
事
案
に
お
い
て
も
、
従
来
の
判
例
法
の
基
本
的
立
場
を
踏
襲
し
、
人
権
の
遵
守
を
求
め
る
立
場
を
堅
持
し
て
い
る
こ
と
が
確
認

さ
れ
る
。



四
　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
の
判
例
の
検
討

１
　Ö

calan

対
ト
ル
コ

２
　M

am
atku

lov

対
ト
ル
コ
事
件

３
　S

h
am

ayev

他
一
二
人
対
グ
ル
ジ
ア
お
よ
び
ロ
シ
ア
事
件

４
　S

aadi

対
イ
タ
リ
ア
事
件

五
　
お
わ
り
に

一
　
は
じ
め
に

本
稿
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
（E

u
ropean

C
ou

rt
of

H
u

m
an

R
igh

ts

）
（
１
）

の
犯
罪
人
引
渡
に
関
す
る
判
例
法
の
展
開
を
跡
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
犯
罪
人

引
渡
に
お
い
て
人
権
条
約
の
規
定
が
い
か
な
る
関
連
性
を
有
す
る
か
を
検
証
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
は
、
一
九
八
九
年
の
ソ
エ
リ
ン
グ
対
イ
ギ
リ
ス
（S

oerin
g

v
U

.K

）
事
件
の
判
決
に
お
い
て
、
犯
罪
人
引
渡
の
結
果
、
引
き
渡
さ
れ
た
者
が

死
刑
の
判
決
を
受
け
る
恐
れ
に
直
面
す
る
可
能
性
が
あ
る
場
合
に
は
、
条
約
三
条
に
禁
止
さ
れ
た
非
人
道
的
ま
た
は
品
位
を
傷
つ
け
る
取
扱
い
に
当
た
る
と
し
て
引
渡
し

自
体
が
人
権
条
約
に
違
反
す
る
と
い
う
判
断
を
示
し
た
。
こ
の
判
決
は
、
容
疑
者
等
が
引
渡
請
求
国
に
引
き
渡
さ
れ
た
結
果
、
拷
問
ま
た
は
非
人
道
的
な
取
扱
い
若
し
く

は
刑
罰
を
受
け
る
可
能
性
の
あ
る
場
合
に
は
、
人
権
、
人
道
の
観
点
か
ら
引
渡
し
が
禁
止
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
犯
罪
人
引
渡
法
に
お
け
る
新
た
な
要
素
を
導
入
す
る
意

味
が
あ
っ
た
。
こ
の
論
理
は
、
犯
罪
人
引
渡
に
と
ど
ま
ら
ず
、
同
じ
よ
う
に
退
去
強
制
や
国
外
追
放
な
ど
結
果
、
外
国
に
お
い
て
拷
問
、
非
人
道
的
取
扱
い
を
受
け
る
恐

れ
が
あ
る
場
合
に
も
適
用
さ
れ
る
の
で
、
国
家
実
行
に
幅
広
い
影
響
を
与
え
る
可
能
性
が
あ
っ
た
。
事
実
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
だ
け
で
な
く
自
由
権
規
約
委
員
会
の

通
報
審
査
や
拷
問
等
禁
止
条
約
の
解
釈
を
通
じ
て
、
各
国
の
国
内
裁
判
所
に
も
影
響
を
与
え
て
き
た
。

（
２
）

ま
た
、
こ
う
し
た
解
釈
は
理
論
的
に
は
、
犯
罪
人
引
渡
条
約
上
の

義
務
に
対
す
る
国
際
人
権
法
の
優
位
性
を
示
唆
す
る
も
の
と
も
理
解
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
り
、
国
際
法
の
体
系
に
お
い
て
一
段
高
い
国
際
公
序
の
地
位
に
人
権
を
押
し

上
げ
る
意
味
を
も
有
し
て
い
た
と
も
思
わ
れ
る
。

（
３
）

し
か
し
、
他
方
で
、
二
一
世
紀
を
迎
え
て
、
国
境
を
越
え
る
組
織
犯
罪
の
増
大
そ
し
て
特
に
「
テ
ロ
と
の
戦
い
」
を
理
由
と
し
て
、
組
織
犯
罪
ま
た
は
テ
ロ
の
予
防
と
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犯
人
の
訴
追
、
処
罰
を
実
効
的
に
推
し
進
め
よ
う
と
す
る
考
え
方
が
前
面
に
で
て
き
た
。

（
４
）

国
際
社
会
に
お
い
て
も
「
人
権
」
と
「
安
全
」
と
い
う
二
つ
の
価
値
の
比
較
考

量
に
お
い
て
、
後
者
に
比
重
を
置
こ
う
と
す
る
主
張
が
表
面
化
し
て
き
た
。

（
５
）

例
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
よ
う
な
テ
ロ
の
直
接
的
な
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
な
っ
た
国
で
は
、

テ
ロ
の
防
止
や
テ
ロ
リ
ス
ト
容
疑
者
に
対
す
る
拘
禁
、
送
還
な
ど
の
措
置
に
お
い
て
も
国
家
的
安
全
保
障
の
立
場
に
重
き
を
置
い
た
措
置
が
執
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

（
６
）

そ
の
よ
う
な
国
際
情
勢
の
変
化
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
も
様
々
な
形
で
及
ん
で
い
る
。

（
７
）

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
で
は
人
権
の
国
際
的
保
障
の
体
系
が
構
築
さ
れ
て
お
り
、

人
権
裁
判
所
に
よ
る
人
権
の
履
行
監
視
体
制
が
機
能
し
て
い
る
が

（
８
）

、
個
別
の
テ
ロ
容
疑
者
の
引
渡
し
や
国
外
追
放
等
の
事
案
に
お
い
て
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
は
、

「
人
権
」
と
「
安
全
」
と
い
う
二
つ
の
価
値
基
準
を
い
か
に
し
て
整
合
的
に
確
保
す
る
か
と
い
う
困
難
な
問
題
に
直
面
し
て
き
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
は
、
こ
う
し

た
事
件
の
審
理
に
お
い
て
人
権
条
約
の
解
釈
、
適
用
を
通
じ
て
犯
罪
人
引
渡
し
と
人
権
保
障
の
要
請
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
判
断
を
示
し
て
い
る
か
を
確
認
し
検
討
す

る
こ
と
は
、
近
年
の
「
テ
ロ
と
の
戦
い
」
の
中
で
人
権
の
意
義
を
知
る
上
で
重
要
な
意
味
を
含
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
同
様
の
問
題
を
か
か
え
る
わ
が

国
に
と
っ
て
も
示
唆
を
含
む
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
ま
ず
二
に
お
い
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
の
犯
罪
人
引
渡
に
関
す
る
先
例
を
築
い
た
ソ
エ
リ
ン
ク
事
件
以
降
の
犯
罪
人
引
渡
に
関
す
る
判

例
法
の
意
味
を
簡
潔
に
確
認
し
て
お
く
。
続
い
て
、
三
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
よ
る
テ
ロ
と
の
戦
い
に
対
す
る
取
り
組
み
に
つ
い
て
見
て
お
く
。
こ
れ
ら
の
検
討
を

前
提
と
し
て
、
四
に
お
い
て
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
の
テ
ロ
事
件
関
係
の
容
疑
者
の
引
渡
し
に
関
す
る
主
な
判
例
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
今
日
的
な
テ
ロ
容
疑
者

の
引
渡
問
題
に
お
い
て
人
権
裁
判
所
は
ど
の
よ
う
な
解
釈
を
示
し
て
い
る
か
を
検
討
す
る
。

二
　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
の
従
来
の
判
例
法

１
　
ソ
エ
リ
ン
グ
事
件
判
決
の
意
義

犯
罪
人
引
渡
条
約
は
、
国
家
間
に
お
い
て
逃
亡
犯
罪
人
の
引
渡
し
を
約
束
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
犯
罪
人
引
渡
条
約
は
、
国
家
間
の
協
力
に

よ
っ
て
犯
罪
必
罰
の
体
制
を
構
築
す
る
こ
と
に
力
点
が
置
か
れ
て
い
た
た
め
に
、
人
権
へ
の
配
慮
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
希
薄
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
の
例
外
と
し

て
は
、
政
治
犯
不
引
渡
の
原
則
が
伝
統
的
に
維
持
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
、
特
定
主
義
、
双
方
可
罰
性
の
原
則
な
ど
も
引
渡
手
続
に
お
い
て
司
法
的
厳
密
性
の
要
素
を
取
り

33

犯罪人引渡に関するヨーロッパ人権裁判所の判例法の展開



込
む
こ
と
に
よ
っ
て
人
権
へ
の
配
慮
を
含
む
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
の
判
例
法
に
お
い
て
人
権
と
犯
罪
人
引
渡
と
の
関
係
が
真
正
面
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
は
、
ソ
エ
リ
ン
グ
対
イ
ギ
リ
ス
事
件
で
あ
る
。

（
９
）

本

件
で
は
、
ド
イ
ツ
人
の
一
八
歳
の
少
年
が
ア
メ
リ
カ
の
バ
ー
ジ
ニ
ア
州
に
お
い
て
ガ
ー
ル
フ
レ
ン
ド
の
両
親
を
殺
害
し
た
後
、
イ
ギ
リ
ス
に
逃
亡
中
に
逮
捕
さ
れ
、
そ
の

後
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
か
ら
イ
ギ
リ
ス
に
対
し
て
引
渡
し
が
請
求
さ
れ
た
こ
と
に
端
を
発
す
る
。
人
権
裁
判
所
に
お
け
る
争
点
は
、
バ
ー
ジ
ニ
ア
州
が
死
刑
存
置
州
で
犯
行

時
一
八
歳
で
あ
っ
て
も
死
刑
の
適
用
の
可
能
性
が
あ
っ
た
た
め
に
、
仮
に
引
き
渡
さ
れ
た
場
合
に
は
、
死
刑
の
適
用
を
受
け
る
可
能
性
が
あ
る
場
合
に
引
き
渡
す
こ
と
が

人
権
条
約
三
条
の
規
定
に
違
反
す
る
か
ど
う
か
で
あ
っ
た
。

（
10
）

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
は
、
本
件
判
決
に
お
い
て
申
立
人
を
バ
ー
ジ
ニ
ア
州
に
引
き
渡
す
こ
と
に
よ
っ
て
、

死
刑
囚
監
房
で
の
死
刑
の
順
番
待
ち
（death

row

）
と
い
う
事
態
に
直
面
さ
せ
る
こ
と
は
条
約
三
条
に
禁
止
さ
れ
る
非
人
道
的
取
扱
い
に
当
た
る
と
し
て
、
も
し
そ
の

ま
ま
引
き
渡
し
た
と
す
れ
ば
イ
ギ
リ
ス
に
よ
る
人
権
条
約
違
反
を
免
れ
な
い
と
判
示
し
た
。

（
11
）

こ
の
判
決
は
、
申
立
人
の
一
八
歳
と
い
う
年
齢
、
本
国
ド
イ
ツ
で
の
裁
判
の
可
能
性
な
ど
の
個
別
具
体
的
事
情
を
斟
酌
し
た
上
で
、
犯
罪
人
引
渡
条
約
の
規
定
に
し
た

が
っ
て
、
死
刑
廃
止
国
か
ら
死
刑
存
置
国
に
引
渡
し
た
結
果
、
死
刑
の
適
用
の
恐
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
条
約
三
条
違
反
の
問
題
を
生
じ
さ
せ
る
と
し
た
の
で
あ
る
。
あ

る
論
者
は
、「
パ
ン
ド
ラ
の
箱
」
の
寓
話
に
た
と
え
て
、
本
件
が
内
包
し
て
い
る
多
様
な
広
が
り
の
可
能
性
に
注
意
を
喚
起
し
た
。

（
12
）

潜
在
的
に
こ
の
判
決
は
犯
罪
人
引
渡
の

ほ
か
に
も
外
国
人
の
退
去
強
制
や
国
外
追
放
な
ど
の
場
合
に
も
及
び
う
る
こ
と
を
指
摘
し
た
の
で
あ
る
。
実
際
に
、
そ
の
後
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
の
判
例
法
は
、
犯

罪
人
引
渡
、
外
国
人
の
追
放
、
退
去
強
制
等
の
場
合
に
本
国
で
拷
問
や
非
人
道
的
取
扱
い
を
受
け
る
可
能
性
の
あ
る
場
合
に
は
、
送
還
等
が
禁
止
さ
れ
る
と
い
う
「
不
送

還
法
」
の
形
成
を
促
進
し
た
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。

（
13
）

た
と
え
ば
、
一
九
九
六
年
の
ア
ー
メ
ド
事
件
（A

h
m

ed
v.

A
u

stria

）
で
は
、
ソ
マ
リ
ア
出
身
の
難
民
が
窃
盗
罪
で

逮
捕
さ
れ
た
結
果
、
難
民
資
格
を
喪
失
し
本
国
送
還
が
決
定
し
た
事
案
に
お
い
て
、
当
人
を
ソ
マ
リ
ア
に
も
し
退
去
強
制
さ
せ
る
と
す
れ
ば
、
拷
問
ま
た
は
非
人
道
的
な

取
り
扱
い
を
受
け
る
危
険
に
直
面
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
と
信
ず
べ
き
理
由
が
あ
る
の
で
、
人
権
条
約
三
条
の
違
反
に
当
た
る
と
判
示
し
た
。

（
14
）

ま
た
、
チ
ャ
ハ
ル
対
イ
ギ
リ

ス
事
件
（C

h
ah

al
v.

U
.K

）
で
は
、
シ
ー
ク
教
徒
の
分
離
主
義
活
動
家
を
イ
ギ
リ
ス
か
ら
イ
ン
ド
に
国
外
追
放
す
る
こ
と
お
よ
び
そ
の
た
め
に
長
期
間
の
拘
禁
を
続
け

て
い
た
こ
と
が
、
条
約
三
条
お
よ
び
五
条
に
違
反
す
る
と
主
張
さ
れ
た

（
15
）

。
本
件
で
は
人
権
裁
判
所
は
、
も
し
送
還
が
行
わ
れ
た
場
合
に
拷
問
、
非
人
道
的
取
扱
い
を
受
け

る
危
険
が
あ
る
と
信
ず
べ
き
合
理
的
な
理
由
が
あ
る
な
ら
ば
条
約
三
条
の
違
反
と
な
り
う
る
こ
と
、
お
よ
び
長
期
間
の
拘
禁
が
拘
禁
の
合
法
性
に
つ
い
て
の
司
法
判
断
を

受
け
る
権
利
を
保
障
す
る
五
条
四
項
に
違
反
す
る
と
い
う
判
断
を
示
し
た
。
さ
ら
に
は
、
末
期
のA

ID
S

患
者
を
イ
ギ
リ
ス
か
ら
医
療
水
準
の
低
い
セ
ン
ト
キ
ッ
ツ
島
に
退

去
強
制
処
分
と
す
る
こ
と
も
三
条
違
反
の
問
題
を
引
き
起
こ
し
う
る
と
さ
れ
て
い
る
。

（
16
）
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２
　
人
道
上
の
理
由
に
よ
る
不
引
渡
し

ソ
エ
リ
ン
グ
事
件
以
降
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
の
判
例
は
、
人
種
、
宗
教
、
国
籍
ま
た
は
特
定
の
集
団
の
構
成
員
で
あ
る
こ
と
も
し
く
は
政
治
的
意
見
等
に
よ
る

迫
害
を
受
け
る
恐
れ
が
あ
る
こ
と
、
と
い
う
難
民
条
約
上
の
難
民
要
件
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
っ
て
も
、
退
去
強
制
、
追
放
等
の
結
果
、
送
還
先
の
国
に
お
い
て
拷
問
、

非
人
道
的
な
取
扱
い
ま
た
は
刑
罰
を
受
け
る
恐
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
国
外
追
放
、
退
去
強
制
等
が
条
約
に
反
し
て
違
法
と
な
る
と
い
う
論
理
を
形
成
し
た
。
こ
の
判
例

の
論
理
は
、
難
民
法
上
の
ノ
ン
・
ル
フ
ル
マ
ン
原
則
の
外
延
を
拡
張
す
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。

（
17
）

国
連
の
「
市
民
的
お
よ
び
政
治
的
権
利
に
関
す
る
国
際
規
約
」（
自
由
権
規
約
）
の
実
施
機
関
で
あ
る
自
由
権
規
約
委
員
会

（
18
）

の
選
択
議
定
書
に
基
づ
く
個
人
通
報
事
案

で
も
同
様
の
論
理
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
。
キ
ン
ド
ラ
ー
（K

in
dler

）
事
件
、
ヌ
ー
（N

g

）
事
件
、
コ
ッ
ク
ス
（C

ox

）
事
件
な
ど
で
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
死
刑

存
置
州
に
お
い
て
殺
人
等
の
犯
罪
を
犯
し
て
、
死
刑
廃
止
国
で
あ
る
カ
ナ
ダ
に
逃
亡
し
た
容
疑
者
の
引
渡
事
案
で
あ
る
。
こ
れ
ら
で
は
、
カ
ナ
ダ
が
死
刑
存
置
国
で
あ
る

ア
メ
リ
カ
に
対
し
て
犯
罪
人
を
引
渡
し
た
結
果
、
死
刑
の
適
用
の
恐
れ
が
あ
る
こ
と
か
ら
自
由
権
規
約
七
条
の
違
反
に
な
る
か
ど
う
か
が
争
わ
れ
た
。

（
19
）

同
委
員
会
は
、
こ

れ
ら
の
通
報
に
関
す
る
意
見
で
は
、
死
刑
の
執
行
方
法
の
如
何
に
よ
っ
て
は
非
人
道
的
な
取
扱
い
に
当
た
る
と
は
い
え
な
い
と
し
て
一
貫
し
た
態
度
を
と
っ
て
こ
な
か
っ

た
。

（
20
）

し
か
し
、
二
〇
〇
二
年
の
ジ
ャ
ッ
ジ
（Ju
dge

）
対
カ
ナ
ダ
事
件

（
21
）に

お
い
て
規
約
人
権
委
員
会
は
、
死
刑
の
適
用
の
恐
れ
が
あ
る
場
合
に
、
死
刑
存
置
国
に
対
し
て

犯
罪
人
を
引
き
渡
す
こ
と
は
、
自
由
権
規
約
二
条
三
項
と
併
せ
て
解
釈
し
た
場
合
、
六
条
一
項
に
違
反
す
る
旨
の
意
見
を
採
用
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
自
由
権
規
約
委
員

会
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
は
、
ほ
ぼ
同
様
の
立
場
を
採
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

（
22
）

以
上
の
よ
う
な
自
由
権
規
約
委
員
会
の
解
釈
論
の
展
開
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
の
判
例
法
と
無
縁
と
は
言
え
な
い
。
他
の
人
権
条
約
の
解
釈
へ
の
影
響
を
通
じ
て
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
の
判
例
理
論
は
犯
罪
人
引
渡
法
と
人
権
と
の
関
連
に
重
要
な
示
唆
を
与
え
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
二
一
世
紀
を
迎
え
て
、
二
〇
〇
一
年
九
月
一
一
日
の
同
時
多
発
テ
ロ
以
後
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
も
テ
ロ
と
の
戦
い
の
時
代
に
対
応
し
て
、
テ
ロ
リ
ス

ト
容
疑
者
の
引
渡
問
題
と
直
面
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
犯
罪
人
引
渡
法
の
分
野
に
お
い
て
も
、
人
権
よ
り
は
、
迅
速
か
つ
円
滑
な
引
渡
し
を
求
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

犯
罪
に
対
応
す
る
体
制
を
築
く
こ
と
が
目
標
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
次
に
、
テ
ロ
と
の
戦
い
へ
の
対
処
が
課
題
と
な
る
中
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
は
ど
の
よ
う
に
対

応
し
て
き
た
か
見
て
お
く
こ
と
と
す
る
。
そ
の
際
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
評
議
会
の
レ
ベ
ル
で
の
対
応
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
（
Ｅ
Ｕ
）
の
対
応
と
を
分
け
て
見
て
い
く
。
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三
　
テ
ロ
と
の
戦
い
に
対
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
取
り
組
み

１
　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
評
議
会
の
取
り
組
み

（
１
）
テ
ロ
防
止
に
向
け
て
の
条
約
化

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
評
議
会
で
は
、
犯
罪
人
引
渡
に
関
し
て
は
一
九
五
七
年
の
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
犯
罪
人
引
渡
条
約
」（E

u
ropean

C
on

ven
tion

on
E

xtradition

）
が
あ
っ

た
。

（
23
）

同
条
約
は
、
一
九
七
五
年

（
24
）

と
一
九
七
八
年
の

（
25
）

二
度
に
わ
た
る
追
加
議
定
書
に
よ
る
補
足
に
よ
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
間
に
お
け
る
今
日
ま
で
の
主
要
な
国
際
的
取

り
極
め
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
引
渡
し
の
手
続
や
要
件
は
厳
格
で
あ
り
、
迅
速
な
対
応
に
は
向
か
な
い
。
ま
た
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
評
議
会
諸
国
は
、
一
九
五
九
年
に
加

盟
国
間
の
司
法
協
力
手
続
に
つ
い
て
も
「
刑
事
問
題
に
お
け
る
相
互
協
力
に
関
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
条
約
」
を
採
択
し
て
い
る
。

（
26
）

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
間
で
は
、
冷
戦
の
終
焉
を
迎
え
て
、
従
来
の
中
・
東
欧
お
よ
び
旧
ソ
連
圏
諸
国
か
ら
の
不
法
移
民
や
人
身
取
引
が
ら
み
の
人
の
流
入
と
い
う
問
題
が

生
じ
た
。
さ
ら
に
は
、
同
時
多
発
テ
ロ
事
件
以
後
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
お
い
て
も
テ
ロ
の
脅
威
が
現
実
的
な
も
の
と
な
っ
た
た
め
、
各
国
に
お
い
て
ま
た
諸
国
間
に
お

い
て
一
層
の
テ
ロ
対
策
の
強
化
が
重
要
な
課
題
と
な
っ
た

（
27
）

。
そ
の
影
響
は
、
出
入
国
管
理
法
政
策
の
厳
格
化
と
い
う
面
で
顕
著
に
表
れ
て
い
る
。

テ
ロ
関
係
の
条
約
と
し
て
は
、
一
九
七
七
年
の
「
テ
ロ
抑
止
に
関
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
条
約
」
（E

u
rop

ea
n

C
on

v
en

tion
on

th
e

S
u

p
p

ression
of

T
errorism

/E
C

S
T

）（E
T

S
N

o.
090

）
が
あ
っ
た
。

（
28
）

こ
の
条
約
は
、
テ
ロ
容
疑
者
の
引
渡
し
を
容
易
に
す
る
目
的
で
採
択
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
二
〇
〇
五

年
五
月
一
六
日
に
は
、
テ
ロ
防
止
の
た
め
の
諸
国
家
間
の
協
力
体
制
の
構
築
を
強
化
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
「
テ
ロ
防
止
に
関
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
条
約
」（E

u
ropean

C
on

ven
tion

on
th

e
P

reven
tion

of
T

errorism

）
を
採
択
し
た
。

（
29
）

本
条
約
は
、
国
連
の
テ
ロ
関
係
諸
条
約
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
て
い
る
諸
行
為
を
包
括
的
に
テ
ロ
犯

罪
と
し
て
定
め
、
加
え
て
テ
ロ
リ
ス
ト
の
募
集
や
テ
ロ
の
訓
練
施
設
設
置
の
禁
止
な
ど
の
国
内
的
な
措
置
の
採
択
を
含
め
て
テ
ロ
対
策
の
強
化
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
犯
罪
に
つ
い
て
は
、「
引
き
渡
す
か
さ
も
な
く
ば
訴
追
せ
よ
」（au

t
dedere

au
t

ju
dicare

）
の
原
則
に
よ
っ
て
引
渡
犯
罪
に
含
ま
せ
る

（
一
九
条
）
こ
と
に
よ
っ
て
、「
テ
ロ
と
の
戦
い
」
を
強
化
す
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
同
条
約
で
は
、
テ
ロ
行
為
を
政
治
犯
罪
か
ら
除
外
す
る
規
定
（
二
〇
条
一
項
）
を

置
い
て
お
り
、
テ
ロ
犯
罪
が
政
治
的
動
機
に
よ
っ
て
ま
た
は
政
治
的
な
犯
罪
と
牽
連
し
て
行
わ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、（
相
対
的
政
治
犯
罪
と
し
て
）
引
渡
犯
罪
か
ら
除

外
す
る
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
。

（
30
）
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（
２
）
テ
ロ
と
の
戦
い
と
人
権
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
評
議
会
の
閣
僚
委
員
会
は
、
二
〇
〇
二
年
七
月
一
一
日
に
、「
テ
ロ
と
の
戦
い
と
人
権
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
を
採
択
し
た
。

（
31
）

こ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
は
、

テ
ロ
か
ら
の
社
会
の
防
衛
と
基
本
的
人
権
の
擁
護
と
い
う
二
つ
の
要
請
を
調
和
さ
せ
る
た
め
に
策
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
Ⅳ
で
は
拷
問
禁
止
の
絶
対
性

に
つ
い
て
ふ
れ
ま
た
XII
で
は
難
民
法
の
ノ
ン
ル
フ
ル
マ
ン
原
則
を
確
認
し
死
刑
、
拷
問
、
又
は
非
人
道
的
取
扱
い
の
恐
れ
の
あ
る
場
所
へ
の
送
還
禁
止
を
定
め
て
い
る
。

さ
ら
に
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
XIII
は
、
犯
罪
人
引
渡
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
事
項
を
定
め
て
い
る
。

「
XIII

犯
罪
人
引
渡

１．

犯
罪
人
引
渡
は
、
テ
ロ
と
の
戦
い
に
お
け
る
実
効
的
な
国
際
協
力
の
た
め
の
不
可
欠
な
手
続
で
あ
る
。

２．

死
刑
判
決
を
受
け
る
恐
れ
の
あ
る
国
へ
の
犯
罪
人
引
渡
は
、
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
被
請
求
国
は
、
次
の
場
合
に
は
、
十
分
な
保
証
を
得
た
場
合
に
限
り
、

引
渡
し
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
¡
）
引
渡
対
象
者
が
死
刑
の
判
決
を
受
け
な
い
と
の
保
証

（
™
）
そ
の
よ
う
な
判
決
が
言
い
渡
さ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
れ
が
執
行
さ
れ
な
い
と
の
保
証

３．

次
の
事
項
に
該
当
す
る
と
信
ず
る
べ
き
重
要
な
理
由
が
あ
る
と
き
に
は
、
犯
罪
人
引
渡
は
認
め
ら
れ
な
い
。

（
¡
）
引
渡
し
を
求
め
ら
れ
た
者
が
拷
問
ま
た
は
非
人
道
的
な
取
扱
い
ま
た
は
刑
罰
に
処
せ
ら
れ
る
恐
れ
が
あ
る
と
き
、

（
™
）
人
種
、
宗
教
、
国
籍
ま
た
は
政
治
的
意
見
を
理
由
と
し
て
、
ま
た
は
そ
の
者
の
地
位
が
そ
の
他
の
い
か
な
る
理
由
に
せ
よ
侵
害
を
受
け
る
恐
れ
が
あ
る
と
い

う
理
由
に
よ
っ
て
訴
追
ま
た
は
引
渡
し
の
た
め
の
請
求
が
行
わ
れ
た
場
合
、

４．

犯
罪
人
引
渡
の
対
象
と
な
る
者
が
請
求
国
に
お
い
て
重
大
な
裁
判
拒
否
を
受
け
る
恐
れ
が
あ
る
と
し
て
争
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
被
請
求
国
は
、
引
渡
し
を
認
め

る
か
否
か
を
決
定
す
る
前
に
、
か
か
る
主
張
が
十
分
な
根
拠
が
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
き
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」

本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
死
刑
の
適
用
の
恐
れ
が
あ
る
場
合
に
は
明
確
に
か
つ
一
般
的
な
文
言
に
よ
り
引
渡
し
を
禁
止
す
る
べ
き
こ
と
を
明
記
し
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
説
明
書
で
は
、
こ
の
規
則
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
の
判
例
法
か
ら
導
か
れ
る
と
し
て
い
る
。

（
32
）

も
っ
と
も
前
述
の
よ
う
に
人
権

裁
判
所
の
ソ
エ
リ
ン
グ
事
件
等
の
判
決
で
は
、
個
別
の
事
情
を
斟
酌
し
た
上
で
死
刑
の
順
番
待
ち
に
直
面
さ
せ
る
こ
と
が
、
条
約
三
条
に
違
反
す
る
非
人
道
的
な
取
扱
い

に
当
た
る
と
述
べ
て
い
る
だ
け
で
、
死
刑
の
適
用
の
恐
れ
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
引
渡
禁
止
に
つ
い
て
明
確
な
言
葉
で
は
述
べ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
本
ガ
イ
ド
ラ
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イ
ン
で
は
、
死
刑
の
適
用
の
恐
れ
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
引
渡
禁
止
の
趣
旨
は
、
明
ら
か
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

４
に
つ
い
て
は
、
人
権
裁
判
所
の
判
例
に
お
い
て
「
逃
亡
犯
罪
人
が
請
求
国
に
お
い
て
公
正
な
裁
判
を
不
当
に
拒
否
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
状
況
に
よ
っ
て

は
引
渡
し
の
決
定
に
よ
っ
て
条
約
六
条
（
公
正
な
裁
判
の
保
障
）
に
基
づ
く
問
題
が
例
外
的
に
生
じ
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
を
排
除
し
な
い
」
と
の
文
言
を
引
用
し
て
説
明

さ
れ
て
い
る
。

（
33
）

ま
た
、
一
九
七
七
年
の
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
テ
ロ
抑
止
条
約
」
の
五
条
が
同
様
の
規
定
を
置
い
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。

以
上
に
よ
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
評
議
会
の
テ
ロ
関
係
の
動
き
と
人
権
と
の
関
連
を
ご
く
簡
潔
に
見
た
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
評
議
会
と
い
う
機
関
が
人
権
等
の
社
会
問
題
に
関

す
る
地
域
的
協
力
の
た
め
の
機
関
で
あ
り
、
ま
た
加
盟
国
が
ロ
シ
ア
を
含
め
て
四
七
か
国
に
増
え
て
い
る
中
で
は
諸
国
の
利
害
関
係
も
複
雑
で
あ
る
た
め
に
、
さ
ほ
ど
斬

新
な
制
度
改
革
に
は
至
っ
て
い
な
い
。

（
34
）

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
評
議
会
は
、
あ
く
ま
で
も
社
会
、
文
化
、
法
律
な
ど
の
分
野
に
お
け
る
協
力
の
た
め
の
機
構
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
で

取
り
得
る
措
置
は
主
権
国
家
間
の
協
力
関
係
の
構
築
と
い
う
従
来
の
構
造
を
大
き
く
変
革
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
に
比
べ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
（
Ｅ
Ｕ
）
で
は
、
犯

罪
人
引
渡
制
度
に
も
よ
り
強
力
な
体
制
を
構
築
し
て
い
る
。

（
35
）

２
　
Ｅ
Ｕ
の
取
り
組
み
―
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
通
逮
捕
状
制
度

（
１
）
制
度
化
の
過
程

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
評
議
会
と
な
ら
ん
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
地
域
的
機
関
で
あ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
に
お
い
て
も
、
時
代
の
要
請
に
合
わ
せ
て
刑
事
司
法
強
力
の
一
環
と
し
て
犯

罪
人
引
渡
の
た
め
の
新
た
な
制
度
構
築
に
取
り
組
ん
で
き
た
。

（
36
）

Ｅ
Ｕ
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
の
母
体
と
な
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
評
議
会
と
は
別
の
組
織
で
あ
る
か
ら
、
Ｅ

Ｕ
法
上
の
制
度
に
つ
い
て
こ
こ
で
言
及
す
る
こ
と
は
議
論
に
混
乱
を
招
く
要
因
に
も
な
り
う
る
。
し
か
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
は
Ｅ
Ｕ
法
の
基
本
原
則
で
あ
る
と
さ

れ
て
い
る
上
に
、
Ｅ
Ｕ
の
二
七
の
加
盟
国
は
す
べ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
の
加
盟
国
で
も
あ
る
。
加
え
て
Ｅ
Ｕ
は
、
二
〇
〇
七
年
一
〇
月
一
七
日
に
採
択
さ
れ
た
「
改

革
条
約
」（R

eform
T

reaty/

リ
ス
ボ
ン
条
約
）

（
37
）

の
六
条
二
項
に
よ
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
へ
の
加
入
を
予
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
Ｅ
Ｕ
法
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

人
権
条
約
と
が
ま
す
ま
す
接
近
し
て
い
る
。
ま
た
Ｅ
Ｕ
法
は
、
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
の
国
内
法
に
直
接
影
響
を
与
え
る
た
め
に
加
盟
国
の
憲
法
上
の
人
権
原
則
に
も
関
係
し
て
く

る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
刑
事
司
法
協
力
の
分
野
に
お
い
て
Ｅ
Ｕ
が
と
っ
た
措
置
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
の
規
定
を
逸
脱
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
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ら
れ
る
。
本
稿
で
は
、
Ｅ
Ｕ
の
動
き
に
つ
い
て
の
詳
細
な
検
討
を
行
う
こ
と
が
目
的
で
は
な
い
が
、
以
下
に
お
い
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
犯
罪
人
引
渡
制
度
の
重
要
な

動
き
の
一
部
と
し
て
、
Ｅ
Ｕ
の
下
で
運
用
が
開
始
さ
れ
て
い
る
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
通
逮
捕
状
」（E

u
ropean

A
rrest

W
arran

t/E
A

W

）
の
制
度
を
概
観
し
て
お
く
こ
と

と
す
る
。

同
制
度
の
誕
生
に
至
る
背
景
に
は
、
Ｅ
Ｕ
諸
国
間
で
も
、
冷
戦
の
終
焉
以
後
、
麻
薬
取
引
、
自
動
車
窃
盗
、
人
身
取
引
、
マ
ネ
ー
ロ
ン
ダ
リ
ン
グ
な
ど
越
境
組
織
犯
罪

（tran
sn

ation
al

organ
ized

crim
e/T

O
C

）
が
急
増
し
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
一
九
九
二
年
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
条
約
（
マ
ー
ス
ト
リ
ヒ
ト
条
約
）
は
、
刑
事
司
法

に
関
す
る
事
項
を
新
た
な
管
轄
事
項
と
し
て
掲
げ
、
続
い
て
一
九
九
五
年
に
犯
罪
人
引
渡
の
簡
易
化
に
関
す
る
条
約
を
、
一
九
九
六
年
に
は
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
加
盟
国

間
の
犯
罪
人
引
渡
条
約
」
を
採
択
し
た
。

（
38
）

こ
れ
ら
の
条
約
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
評
議
会
が
採
択
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
犯
罪
人
引
渡
条
約
の
手
続
を
弾
力
的
か
つ
迅
速
に
運
用
す

る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
て
、
従
来
の
条
約
を
補
充
す
る
趣
旨
を
有
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
同
条
約
で
は
、
政
治
犯
罪
人
の
不
引
渡
し
の
原
則
か
ら
テ
ロ
犯
罪
を
除
外
し

（
五
条
）、
自
国
民
不
引
渡
原
則
の
適
用
範
囲
を
限
定
し
（
七
条
）、
ま
た
財
政
上
の
犯
罪
を
引
渡
犯
罪
に
含
ま
せ
る
規
定
（
六
条
）
を
置
い
て
い
る
。

（
39
）

一
九
九
九
年
一
〇
月
の
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
タ
ン
ペ
レ
で
開
催
さ
れ
た
Ｅ
Ｕ
首
脳
会
議
に
お
い
て
Ｅ
Ｕ
諸
国
は
、
犯
罪
人
引
渡
の
迅
速
化
、
簡
略
化
を
議
題
と
し
た
。
Ｅ

Ｕ
で
は
従
来
の
犯
罪
人
引
渡
制
度
に
は
手
続
上
の
障
壁
が
大
き
く
煩
瑣
で
多
く
の
時
間
を
要
し
て
い
た
の
で
、
こ
れ
を
改
訂
し
て
、
伝
統
的
な
犯
罪
人
引
渡
で
は
な
く
、

よ
り
簡
略
な
「
移
送
」
が
望
ま
し
い
と
し
た
。
さ
ら
に
、
今
世
紀
に
入
っ
て
、
二
〇
〇
一
年
九
月
に
ア
メ
リ
カ
で
起
き
た
同
時
多
発
テ
ロ
は
、
Ｅ
Ｕ
委
員
会
に
よ
る
テ
ロ

対
策
の
た
め
の
提
案
に
拍
車
を
か
け
る
形
と
な
っ
た
。

（
40
）

（
２
）
共
通
逮
捕
状
制
度
の
概
要

二
〇
〇
二
年
六
月
、
Ｅ
Ｕ
理
事
会
は
、
従
来
の
犯
罪
人
引
渡
法
の
構
造
を
大
き
く
変
え
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
逮
捕
状
枠
組
決
定

（
41
）

を
採
択
し
た
。
枠
組
決
定
と
は
、
ア
ム
ス
テ

ル
ダ
ム
条
約
に
よ
っ
て
新
た
に
導
入
さ
れ
た
Ｅ
Ｕ
の
刑
事
司
法
協
力
分
野
に
お
け
る
制
度
構
築
の
た
め
の
Ｅ
Ｕ
法
の
形
式
で
あ
る
。
枠
組
決
定
は
、
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
を
拘
束

す
る
が
、
条
約
の
よ
う
に
批
准
を
要
す
る
こ
と
は
な
い
。

（
42
）

そ
の
後
、
二
〇
〇
四
年
一
月
一
日
か
ら
は
、
前
記
の
二
つ
の
Ｅ
Ｕ
諸
国
間
の
犯
罪
人
引
渡
に
関
す
る
取
り
極
め

に
代
わ
る
も
の
と
し
て
運
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
（
三
一
条
）。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
逮
捕
状
枠
組
決
定
第
一
条
は
、
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

「
１．

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
逮
捕
状
は
、
刑
事
訴
追
の
た
め
ま
た
は
判
決
の
執
行
も
し
く
は
収
容
令
書
を
執
行
す
る
た
め
に
、
被
請
求
者
に
関
し
て
加
盟
国
が
他
の
加
盟
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国
に
よ
る
逮
捕
ま
た
は
引
渡
し
（su

rren
der

）
を
目
的
と
し
て
発
給
し
た
司
法
決
定
を
い
う
。

２．

加
盟
国
は
、
相
互
認
証
を
基
礎
と
し
て
ま
た
枠
組
決
定
の
定
め
に
し
た
が
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
逮
捕
状
を
執
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３．

こ
の
枠
組
決
定
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
条
約
六
条
に
定
め
ら
れ
た
基
本
権
お
よ
び
基
本
的
法
原
則
を
尊
重
す
る
義
務
を
修
正
す
る
効
力
を
も
た
な
い
。」

こ
の
よ
う
に
Ｅ
Ａ
Ｗ
の
基
礎
（corn

erston
e

）
は
、
逮
捕
状
等
の
司
法
決
定
の
効
力
の
「
相
互
認
証
」（m

u
tu

al
recogn

ition

）
制
度
に
あ
る
（
前
文
六
）。
す
な
わ

ち
、
あ
る
加
盟
国
の
国
内
裁
判
所
が
発
給
し
た
逮
捕
状
の
効
力
が
他
の
加
盟
国
に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
る
制
度
で
あ
る
。

枠
組
決
定
に
よ
れ
ば
、
各
国
の
司
法
機
関
（
裁
判
所
）
が
発
給
し
た
決
定
の
相
互
認
証
に
基
づ
い
て
、
あ
る
加
盟
国
が
発
給
し
た
逮
捕
状
が
他
の
加
盟
国
に
お
い
て
も

執
行
力
を
有
す
る
。
こ
の
よ
う
な
特
徴
か
ら
見
れ
ば
Ｅ
Ａ
Ｗ
は
、
伝
統
的
な
国
家
間
の
犯
罪
人
引
渡
制
度
の
延
長
線
上
の
発
展
と
し
て
と
ら
え
る
よ
り
も
、
主
権
国
家
を

越
え
る
超
国
家
間
的
な
組
織
の
下
に
お
け
る
新
た
な
犯
罪
人
の
移
送
制
度
と
も
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
43
）

刑
事
司
法
協
力
と
謳
わ
れ
て
い
る
が
、
Ｅ
Ａ
Ｗ
は
、
刑
事
司
法
分

野
に
お
け
る
加
盟
国
の
主
権
の
一
部
を
制
約
す
る
意
味
を
も
含
ん
で
い
る
。
そ
う
し
た
意
味
も
あ
っ
て
か
、
Ｅ
Ａ
Ｗ
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
引
渡
し
は
、
伝
統
的
国
際
法

の
用
語
で
あ
る
犯
罪
人
引
渡
（extradition
）
で
は
な
く“su

rren
der”

の
言
葉
が
用
い
ら
れ
る
。

∧
迅
速
性
と
簡
便
性
∨

Ｅ
Ａ
Ｗ
は
従
来
の
犯
罪
人
引
渡
制
度
と
異
な
り
、
ま
ず
「
迅
速
性
」
と
い
う
特
色
が
あ
る
。
容
疑
者
等
の
身
柄
の
拘
束
が
行
わ
れ
た
後
、
九
〇
日
以
内
に
Ｅ
Ａ
Ｗ
発
給

国
（
移
送
請
求
国
）
に
向
け
て
移
送
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
際
、
本
人
の
同
意
が
あ
れ
ば
一
〇
日
以
内
で
も
可
能
と
な
る
。
ま
た
、
従
来
の
国
家
間
の

犯
罪
人
引
渡
制
度
で
は
、
最
終
的
な
判
断
は
、
法
務
大
臣
等
の
政
治
的
決
定
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
が
、
Ｅ
Ａ
Ｗ
で
は
、「
簡
便
性
」
が
そ
の
特
徴
の
一
つ
で
あ
り
、
そ
の
た

め
に
Ｅ
Ａ
Ｗ
の
下
で
は
こ
の
よ
う
な
政
治
的
判
断
を
待
た
ず
に
刑
事
司
法
の
当
局
に
よ
っ
て
移
送
が
決
定
さ
れ
る
。

∧
双
罰
主
義
の
不
適
用
と
人
権
原
則
∨

Ｅ
Ａ
Ｗ
の
対
象
と
な
る
犯
罪
行
為
と
し
て
は
、「
発
給
す
る
国
の
法
律
に
よ
っ
て
最
大
一
二
か
月
の
有
期
刑
が
科
せ
ら
れ
る
可
能
性
の
あ
る
犯
罪
」、「
逮
捕
状
発
給
国
に

お
い
て
四
か
月
以
上
の
拘
禁
刑
判
決
が
言
い
渡
さ
れ
て
い
る
か
逮
捕
令
状
が
発
給
さ
れ
て
い
る
場
合
」
が
挙
げ
ら
れ
る
（
二
条
一
項
）。
さ
ら
に
、
以
下
の
三
二
の
「
重
大

犯
罪
」
に
つ
い
て
は
、
双
方
可
罰
性
（du

al
or

dou
ble

crim
in

ality

）
を
要
件
と
し
な
い
と
さ
れ
て
い
る
（
二
条
二
項
）。

（
44
）

す
な
わ
ち
、「
発
給
国
に
お
い
て
、
最
大
限

少
な
く
と
も
三
年
以
上
の
拘
禁
刑
判
決
ま
た
は
拘
留
命
令
に
よ
っ
て
処
罰
可
能
で
あ
り
、
ま
た
発
給
国
の
法
律
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
枠
組
決
定
の
文
言

の
下
で
は
、
当
該
行
為
の
双
方
可
罰
性
を
検
証
せ
ず
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
逮
捕
状
に
従
っ
て
引
き
渡
す
こ
と
と
す
る
。」
と
定
め
る
。
そ
れ
ら
の
犯
罪
と
は
、
犯
罪
組
織
へ
の
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参
加
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
、
人
身
取
引
、
児
童
に
対
す
る
性
的
搾
取
お
よ
び
児
童
ポ
ル
ノ
、
麻
薬
お
よ
び
向
精
神
薬
の
違
法
取
引
、
武
器
・
軍
需
物
資
お
よ
び
爆
発
物
の
違
法

取
引
、
贈
収
賄
の
罪
、
詐
欺
（
Ｅ
Ｕ
の
財
政
的
利
益
に
影
響
を
与
え
る
も
の
を
含
む
）、
犯
罪
に
よ
る
収
益
の
ロ
ン
ダ
リ
ン
グ
、
通
貨
偽
造
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
犯
罪
、
環

境
犯
罪
（
絶
滅
危
惧
種
の
不
法
取
引
を
含
む
）、
不
法
入
国
お
よ
び
不
法
滞
在
の
助
長
、
殺
人
・
重
大
な
傷
害
罪
、
臓
器
取
引
、
誘
拐
・
監
禁
・
人
質
強
要
、
人
種
差
別
・

外
国
人
排
撃
の
罪
、
集
団
ま
た
は
武
装
強
盗
、
文
化
財
の
不
法
取
引
、
自
動
車
の
不
法
取
引
、
ゆ
す
り
・
恐
喝
、
ブ
ラ
ン
ド
品
の
偽
造
・
著
作
権
侵
害
（piracy

）、
公
文

書
偽
造
、
支
払
い
手
段
の
偽
造
、
核
ま
た
は
放
射
性
物
質
の
不
法
取
引
、
強
姦
、
放
火
、
国
際
刑
事
裁
判
所
の
管
轄
権
内
の
犯
罪
、
航
空
機
（
船
舶
）
の
不
法
奪
取
、
破

壊
行
為
（
サ
ボ
タ
ー
ジ
ュ
）
な
ど
で
あ
る
（
二
条
二
項
）。

以
上
の
犯
罪
に
つ
い
て
は
、
逮
捕
状
の
発
給
国
と
そ
れ
を
受
け
て
実
際
に
執
行
す
る
国
と
の
間
で
、
犯
罪
の
定
義
が
詳
密
に
一
致
し
な
く
て
も
引
渡
し
が
可
能
と
な
る
。

こ
の
点
で
、
刑
法
上
の
基
本
原
則
で
あ
る
罪
刑
法
定
主
義
な
ど
の
人
権
保
障
の
原
理
を
犯
す
恐
れ
が
あ
る
と
し
て
、
批
判
を
招
く
こ
と
に
も
な
っ
た
。

（
45
）

∧
自
国
民
不
引
渡
原
則
の
不
適
用
∨

自
国
民
不
引
渡
原
則
も
不
適
用
と
さ
れ
、
上
記
の
三
二
の
犯
罪
に
つ
い
て
は
、
原
則
的
に
は
自
国
民
で
あ
っ
て
も
引
き
渡
す
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
一
九
五
七
年
の
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
犯
罪
人
引
渡
条
約
で
は
、
自
国
民
不
引
渡
の
原
則
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
原
則
的
に
自
国
民
は
引
き
渡
さ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
限
定
的
に
相
手
国
も
同

様
の
場
合
に
引
き
渡
す
こ
と
を
受
け
入
れ
て
い
る
場
合
に
の
み
、
自
国
民
を
引
き
渡
す
趣
旨
で
あ
る
。

伝
統
的
犯
罪
人
引
渡
制
度
の
下
で
認
め
ら
れ
て
き
た
政
治
犯
不
引
渡
の
原
則
も
機
能
し
な
い
。

∧
不
引
渡
事
由
∨

Ｅ
Ａ
Ｗ
の
下
で
義
務
的
不
引
渡
事
由
（
三
条
）
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
恩
赦
（
一
項
）、
一
事
不
再
理
（
二
項
）、
同
一
の
犯
罪
で
既
に
訴
追
、
審
理
、
処
罰
さ
れ
て
い

る
場
合
、
時
効
の
場
合
、
引
渡
被
請
求
国
の
国
内
法
に
お
い
て
刑
事
責
任
を
問
う
こ
と
の
で
き
な
い
少
年
に
関
す
る
引
渡
請
求
の
場
合
、
な
ど
で
あ
る
。

ま
た
、
任
意
的
不
引
渡
事
由
（
四
条
）
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
対
象
犯
罪
で
は
な
い
犯
罪
に
つ
い
て
の
引
渡
し
の
場
合
（
一
項
）、
お
よ
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
通
逮
捕
状
の

対
象
と
な
っ
て
い
る
人
物
が
同
じ
行
為
で
既
に
訴
追
さ
れ
て
い
る
場
合
（
二
項
）
で
あ
る
。

∧
枠
組
決
定
に
関
す
る
司
法
判
断
∨

Ｅ
Ａ
Ｗ
に
関
す
る
共
同
体
裁
判
所
の
管
轄
権
は
、
制
限
さ
れ
て
い
る
。
先
行
判
決
、
取
り
消
し
訴
訟
お
よ
び
紛
争
解
決
手
続
き
の
み
が
可
能
と
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な

い
。
先
行
判
決
手
続
き
は
、
選
択
条
項
（
受
諾
す
る
か
ど
う
か
は
、
加
盟
国
の
判
断
に
よ
る
）
と
さ
れ
て
い
る
。

（
46
）

ま
た
、
枠
組
決
定
は
Ｅ
Ｕ
法
の
直
接
効
果
を
持
た
な
い
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と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
私
人
は
、
国
内
裁
判
所
に
お
い
て
、
枠
組
決
定
に
よ
っ
て
自
己
の
権
利
が
影
響
を
受
け
た
と
し
て
も
枠
組
決
定
の
有
効
性
に
つ
い
て
争
う
こ
と
が

で
き
な
い
。
し
か
し
、
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
は
Ｅ
Ａ
Ｗ
の
国
内
法
化
の
義
務
を
負
っ
て
い
る
の
で
、
国
内
法
を
介
し
て
間
接
的
に
個
人
の
権
利
義
務
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な

る
。

（
47
）

そ
の
際
に
、
基
本
的
人
権
と
の
問
題
に
関
し
て
国
内
裁
判
所
で
争
い
、
国
内
裁
判
所
を
経
由
し
て
先
行
判
決
手
続
き
に
よ
っ
て
共
同
体
裁
判
所
に
法
的
問
題
を
付
託

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

実
際
に
ベ
ル
ギ
ー
の
人
権
団
体
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
通
逮
捕
状
制
度
を
立
法
化
し
た
国
内
法
が
人
権
原
則
を
犯
す
と
主
張
し
て
争
っ
た
事
件
（A

dvocaten
voor

de

W
ereld

V
Z

W
v.

L
eden

V
an

D
e

M
in

isterraad

）
が
あ
る
。
ベ
ル
ギ
ー
の
裁
判
所
（A

rbitrageh
of

）
か
ら
の
先
行
判
決
の
付
託
に
よ
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
裁

判
所
の
大
法
廷
は
、
二
〇
〇
七
年
五
月
三
日
に
判
決
を
下
し
た
。
争
点
と
さ
れ
た
の
は
、
Ｅ
Ｕ
理
事
会
は
、
Ｅ
Ｕ
条
約
三
四
条
二
項
ｂ

（
48
）

の
下
で
枠
組
決
定
と
い
う
形
で
Ｅ

Ａ
Ｗ
を
定
め
る
権
限
が
あ
る
か
ど
う
か
、
ま
た
枠
組
決
定
に
お
い
て
双
罰
性
を
部
分
的
に
廃
止
し
て
い
る
こ
と
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
の
原
則
の
尊
重
を
定
め
る
Ｅ

Ｕ
条
約
六
条
二
項
と
一
致
し
て
い
る
か
の
二
点
で
あ
っ
た
。

（
49
）

判
決
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
の
判
例
法
を
援
用
し
な
が
ら
、
Ｅ
Ａ
Ｗ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
七
条

一
項
（
法
律
な
く
し
て
処
罰
な
し
）
の
原
則
に
一
致
し
て
い
る
と
し
て
、
合
法
的
で
あ
る
と
判
示
し
た
。

（
50
）

こ
の
判
決
の
仔
細
を
検
討
す
る
こ
と
は
本
稿
の
目
的
を
超
え
る

が
、
共
同
体
裁
判
所
は
、
双
罰
主
義
の
適
用
を
除
外
し
て
い
る
Ｅ
Ａ
Ｗ
の
制
度
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
の
原
則
と
の
両
立
性
に
問
題
は
な
い
と
し
た
こ
と
を
確
認
し
て

お
き
た
い
。
し
か
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
の
解
釈
問
題
に
つ
い
て
共
同
体
裁
判
所
の
判
断
を
最
終
的
な
も
の
と
し
て
よ
い
の
か
ど
う
か
、
若
干
の
疑
問
が
残
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。
Ｅ
Ｕ
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
今
後
Ｅ
Ｕ
自
体
が
人
権
条
約
に
加
入
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
現
在
の
状
況
に
も
変
化
が
現
れ
る
で
あ

ろ
う
。

ま
た
、
ド
イ
ツ
で
は
、
自
国
民
は
外
国
か
ら
の
要
請
が
あ
っ
て
も
引
き
渡
さ
な
い
と
の
ド
イ
ツ
基
本
法
の
規
定

（
51
）

が
Ｅ
Ａ
Ｗ
の
立
場
と
相
容
れ
な
い
と
し
て
、
憲
法
裁
判

所
に
お
い
て
違
憲
、
無
効
と
す
る
判
断
が
示
さ
れ
て
い
る
。

（
52
）

以
上
、
簡
潔
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
内
で
は
、「
テ
ロ
と
の
戦
い
」
の
た
め
の
国
家
間
の
協
力
体
制
が
法
的
に
整
備
さ
れ
て
き
た
。
特
に
Ｅ
Ｕ
で
は
、

共
通
逮
捕
状
と
い
う
画
期
的
な
制
度
を
採
用
し
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
は
、
現
在
の
段
階
で
は
、
Ｅ
Ｕ
の
と
っ
た
措
置
に
つ
い
て
直
接
的

な
司
法
審
査
の
対
象
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
潜
在
的
に
は
Ｅ
Ｕ
の
と
っ
た
措
置
も
人
権
条
約
上
の
基
準
に
一
致
す
る
よ
う
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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四
　
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
の
判
例
の
検
討

こ
こ
で
は
、「
テ
ロ
と
の
戦
い
」
と
の
関
係
で
行
わ
れ
た
犯
罪
人
引
渡
な
い
し
も
し
く
は
外
国
人
の
国
外
追
放
に
係
わ
る
事
案
に
お
い
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
の
規

定
が
ど
の
よ
う
に
解
釈
、
適
用
さ
れ
て
き
た
か
を
検
討
す
る
。

１
　Ö

calan

対
ト
ル
コ

∧
事
実
の
概
要
∨

本
件
の
申
立
人
オ
ジ
ャ
ラ
ン
（A

bdu
llah

Ö
calan

）
は
、
ク
ル
ド
労
働
者
党
（W

orkers’P
arty

of
K

u
rdistan

/P
K

K

）
の
元
党
首
で
あ
る
。

（
53
）

Ｐ
Ｋ
Ｋ
は
、
ク
ル
ド

人
国
家
の
分
離
独
立
を
主
張
し
て
、
ト
ル
コ
国
内
に
お
い
て
武
装
闘
争
を
行
い
、
テ
ロ
事
件
を
起
こ
し
て
き
た
。

（
54
）

ト
ル
コ
政
府
は
、
Ｐ
Ｋ
Ｋ
を
テ
ロ
リ
ス
ト
団
体
と
し
て

非
合
法
化
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
中
で
、
ト
ル
コ
の
裁
判
所
は
、
オ
ジ
ャ
ラ
ン
に
対
し
て
ト
ル
コ
の
統
合
を
破
壊
す
る
た
め
に
、
ま
た
生
命
の
損
失
を
招
く
テ
ロ
行
為
を

扇
動
し
、
武
装
強
盗
団
を
組
織
し
た
こ
と
な
ど
に
よ
っ
て
七
つ
の
逮
捕
状
を
発
給
し
、
イ
ン
タ
ー
ポ
ー
ル
を
通
じ
て
国
際
指
名
手
配
の
手
続
も
と
っ
て
い
た
。

一
九
九
八
年
一
〇
月
九
日
、
申
立
人
は
長
年
住
ん
で
い
た
シ
リ
ア
か
ら
国
外
追
放
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
イ
タ
リ
ア
、
ギ
リ
シ
ャ
な
ど
数
カ
国
を
訪
れ
て
庇
護
申
請
を
し

た
が
、
い
ず
れ
も
認
め
ら
れ
ず
、
後
に
ケ
ニ
ア
を
訪
れ
、
ナ
イ
ロ
ビ
の
ギ
リ
シ
ャ
大
使
館
に
滞
在
し
て
い
た
。
ギ
リ
シ
ャ
大
使
は
、
オ
ラ
ン
ダ
が
庇
護
を
受
け
入
れ
る
可

能
性
が
あ
る
と
申
立
人
に
告
げ
、
一
九
九
九
年
二
月
一
五
日
の
夜
、
ギ
リ
シ
ャ
大
使
ら
の
先
導
に
よ
り
ナ
イ
ロ
ビ
空
港
ま
で
自
動
車
で
連
れ
て
行
か
れ
た
。
そ
こ
で
プ
ラ

イ
ベ
ー
ト
ジ
ェ
ッ
ト
機
が
彼
を
待
ち
受
け
て
お
り
、
搭
乗
し
た
と
こ
ろ
、
ト
ル
コ
官
憲
に
よ
っ
て
機
内
で
逮
捕
さ
れ
、
目
隠
し
を
さ
れ
た
ま
ま
ト
ル
コ
に
連
行
さ
れ
た
。

ト
ル
コ
に
到
着
し
た
後
、
イ
ム
ラ
リ
（Im

rali

）
刑
務
所
に
連
行
さ
れ
頭
巾
を
被
さ
れ
た
。
九
九
年
二
月
一
六
日
か
ら
二
三
日
ま
で
警
察
勾
留
下
に
置
か
れ
、
治
安
警

察
官
に
よ
る
取
調
を
受
け
た
。
こ
の
間
、
申
立
人
は
弁
護
士
に
よ
る
援
助
を
受
け
る
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
自
白
調
書
が
作
成
さ
れ
た
。
申
立
人
の
ト
ル
コ
の
弁
護
人
は
、

治
安
警
察
に
よ
っ
て
接
見
を
妨
害
さ
れ
た
。
他
の
一
六
人
の
弁
護
士
も
九
九
年
二
月
二
三
日
に
接
見
を
拒
否
さ
れ
た
。

九
九
年
二
月
二
三
日
、
申
立
人
は
、
ア
ン
カ
ラ
の
国
家
治
安
裁
判
所
の
裁
判
官
の
前
に
引
致
さ
れ
、
勾
留
命
令
が
下
さ
れ
た
。

弁
護
士
と
の
初
回
の
接
見
は
二
〇
分
に
制
限
さ
れ
、
治
安
警
察
官
と
裁
判
官
の
面
前
で
行
わ
れ
た
。
そ
の
後
の
申
立
人
と
弁
護
士
と
の
接
見
も
治
安
警
察
員
の
聴
取
の
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下
で
行
わ
れ
た
。
弁
護
士
の
二
度
目
の
接
見
の
後
、
一
週
間
に
二
度
、
各
一
時
間
の
接
見
に
制
限
さ
れ
た
。
拘
置
所
当
局
は
、
弁
護
士
に
対
し
て
事
件
調
書
の
写
し
を
提

供
し
な
か
っ
た
。
国
家
治
安
裁
判
所
が
二
名
の
治
安
判
事
の
監
視
の
下
に
調
書
の
閲
覧
を
許
さ
れ
た
の
は
、
一
九
九
九
年
六
月
二
日
の
公
判
開
廷
の
時
が
初
め
て
で
あ
っ

た
。
六
月
四
日
に
な
っ
た
初
め
て
国
家
治
安
裁
判
所
は
、
二
名
の
治
安
判
事
の
監
視
の
下
で
弁
護
士
に
対
し
て
事
件
調
書
の
閲
覧
を
認
め
、
あ
る
種
の
文
書
の
写
し
を
提

供
さ
れ
た
。

九
九
年
六
月
二
九
日
、
ア
ン
カ
ラ
の
治
安
裁
判
所
は
、
ト
ル
コ
の
領
域
の
一
部
を
分
離
さ
せ
る
た
め
に
計
画
的
な
行
動
を
実
行
し
、
そ
の
目
的
の
た
め
に
武
装
強
盗
を

組
織
し
、
指
導
し
た
こ
と
に
よ
り
申
立
人
を
有
罪
と
し
、
死
刑
（
刑
法
一
二
五
条
）
を
宣
告
し
た
。
そ
の
判
決
は
破
毀
院
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
た
。

二
〇
〇
二
年
八
月
九
日
の
法
律
四
七
七
一
に
基
づ
き
、
ト
ル
コ
国
会
は
、
平
時
に
お
け
る
死
刑
を
廃
止
し
た
。
二
〇
〇
二
年
一
〇
月
三
日
に
は
、
ア
ン
カ
ラ
の
治
安
裁

判
所
は
、
死
刑
を
終
身
刑
に
減
刑
し
た
。

申
立
人
は
、
平
時
に
テ
ロ
犯
罪
に
よ
っ
て
有
罪
の
宣
告
を
受
け
た
者
に
対
し
て
死
刑
を
廃
止
す
る
規
定
は
無
効
で
あ
る
と
主
張
し
て
訴
え
た
が
、
二
〇
〇
二
年
一
二
月

二
七
日
に
憲
法
裁
判
所
に
よ
っ
て
棄
却
さ
れ
た
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
に
お
い
て
申
立
人
側
は
、
次
の
諸
点
を
主
張
し
た
。
死
刑
の
決
定
ま
た
は
執
行
は
、
条
約
二
条
、
三
条
お
よ
び
一
四
条
に
違
反
す
る
こ
と
。

ケ
ニ
ア
か
ら
ト
ル
コ
に
移
送
さ
れ
イ
マ
ラ
リ
島
内
に
勾
留
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
行
き
来
す
る
た
め
の
交
通
手
段
を
ト
ル
コ
官
憲
は
提
供
を
拒
ん
だ
の
で
弁
護
士
や
家
族
は

面
会
に
行
く
こ
と
が
著
し
く
困
難
だ
っ
た
の
で
、
条
約
三
条
に
違
反
す
る
非
人
道
的
な
取
扱
い
に
当
た
る
こ
と
。
裁
判
官
の
前
に
迅
速
に
引
致
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た

し
、
勾
留
の
合
法
性
に
異
議
を
申
し
立
て
る
た
め
に
法
的
手
段
を
執
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
条
約
五
条
一
項
同
三
項
お
よ
び
四
項
に
違
反
す
る
。
申
立

人
は
、
公
正
な
裁
判
を
受
け
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
っ
た
の
で
条
約
六
条
一
項
の
権
利
に
違
反
す
る
。

∧
判
決
要
旨
∨

二
〇
〇
三
年
三
月
一
二
日
に
小
法
廷
の
判
決
が
下
さ
れ
、
条
約
五
条
三
項
お
よ
び
四
項
、
六
条
一
項
、
三
項
ｂ
お
よ
び
ｃ
お
よ
び
死
刑
が
公
正
な
裁
判
に
よ
ら
ず
に
言

い
渡
さ
れ
た
と
い
う
点
で
三
条
に
違
反
し
て
い
る
と
判
示
し
た
。

（
55
）

そ
の
後
、
本
件
は
申
立
人
お
よ
び
ト
ル
コ
政
府
の
双
方
か
ら
大
法
廷
に
付
託
さ
れ
た
。

大
法
廷
判
決
は
、
申
立
人
が
主
張
し
て
い
た
多
数
の
点
を
検
討
し
て
条
約
違
反
を
導
い
た
。

死
刑
が
適
用
さ
れ
る
恐
れ
と
の
関
連
で
は
、
実
際
に
身
柄
が
ト
ル
コ
に
移
送
さ
れ
た
時
点
で
は
存
在
し
て
い
た
。
事
実
、
当
初
、
オ
ジ
ャ
ラ
ン
は
死
刑
の
宣
告
を
受
け

た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
事
件
当
時
、
ト
ル
コ
は
事
実
上
死
刑
を
執
行
し
て
い
な
か
っ
た
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
に
お
い
て
本
件
の
判
決
が
下
さ
れ
る
前
に
法
律
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上
も
死
刑
を
廃
止
し
、
普
通
犯
罪
に
対
す
る
死
刑
を
禁
止
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
六
議
定
書
を
批
准
し
た
。

ま
た
、
拘
禁
の
合
法
性
に
つ
い
て
権
限
あ
る
裁
判
所
に
お
い
て
審
査
を
求
め
る
権
利
が
侵
害
さ
れ
た
と
し
て
、
五
条
四
項
の
違
反
を
認
め
た
。
ま
た
、
申
立
人
が
警
察

に
よ
り
逮
捕
さ
れ
て
か
ら
裁
判
官
の
前
に
引
致
さ
れ
る
ま
で
七
日
間
も
必
要
と
さ
れ
た
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
、
人
権
条
約
五
条
三
項
の
違
反
が
あ
っ
た
と
認
め
た
。

弁
護
士
に
よ
る
援
助
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
、
弁
護
士
と
の
接
見
に
治
安
警
察
の
係
官
の
聴
取
の
下
で
し
か
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
に
よ
り
、
条

約
六
条
三
項
ｂ
お
よ
び
ｃ
と
の
関
連
に
お
い
て
六
条
一
項
の
違
反
が
あ
っ
た
と
し
た
。

申
立
人
は
、
追
放
が
偽
装
引
渡
し
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
た
点
に
つ
い
て
、
判
決
は
、
本
条
約
に
認
め
ら
れ
た
い
ず
れ
か
特
定
の
権
利
を
侵
害
し
な
い
限
り
、
条
約
は

逃
亡
犯
罪
人
を
司
法
の
手
に
委
ね
る
た
め
に
、
犯
罪
人
引
渡
条
約
の
枠
組
み
に
お
い
て
ま
た
は
退
去
強
制
の
問
題
に
つ
い
て
国
家
間
の
協
力
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
と

判
示
し
た
。

な
お
被
申
立
国
が
ホ
ス
ト
国
の
主
権
に
矛
盾
す
る
方
法
に
よ
り
、
自
国
領
域
外
に
お
い
て
、
国
際
法
に
違
反
す
る
形
で
行
動
し
た
と
申
立
人
が
証
明
し
よ
う
と
し
た
の

で
あ
る
か
ら
、
被
申
立
国
に
は
そ
れ
に
反
証
す
る
た
め
の
挙
証
責
任
が
転
換
す
る
と
し
た
。

∧
検
討
∨

ト
ル
コ
と
ケ
ニ
ア
と
の
間
に
は
犯
罪
人
引
渡
条
約
は
存
在
し
な
い
。
本
件
に
お
い
て
問
題
と
な
る
の
は
、
ト
ル
コ
の
官
憲
が
ナ
イ
ロ
ビ
空
港
の
国
際
ゾ
ー
ン
で
申
立
人

を
拘
束
し
た
ま
ま
、
ト
ル
コ
に
移
送
し
た
こ
と
が
人
権
条
約
違
反
を
生
じ
さ
せ
る
か
否
か
で
あ
る
。
申
立
人
は
、
空
港
到
着
時
に
は
、
身
柄
拘
束
と
ト
ル
コ
へ
の
引
渡
し

を
予
期
し
て
お
ら
ず
、
突
然
の
身
柄
拘
束
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
み
て
、
国
際
司
法
共
助
に
よ
る
通
常
の
形
の
犯
罪
人
引
渡
と
は
異
な
る
。
ケ
ニ
ア
外
務
当
局
も
申
立
人
の

身
柄
移
送
に
は
何
ら
の
関
与
も
し
て
い
な
い
と
主
張
し
て
い
る
が
、
あ
る
種
の
偽
装
引
渡
し
の
例
で
あ
ろ
う
。

従
来
の
判
例
で
も
偽
装
引
渡
し
の
事
件
で
こ
れ
を
違
法
と
し
た
も
の
が
あ
っ
た
。
ボ
ザ
ー
ノ
（B

ozan
o

）
対
フ
ラ
ン
ス
事
件
で
は
、

（
56
）

申
立
人
ボ
ザ
ー
ノ
は
、
誘
拐
殺
人

な
ど
の
容
疑
に
よ
り
イ
タ
リ
ア
の
裁
判
所
で
被
告
人
不
在
の
ま
ま
終
身
刑
の
判
決
を
下
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
、
後
に
フ
ラ
ン
ス
警
察
に
よ
り
身
柄
が
確
保
さ
れ
た
。
イ
タ

リ
ア
当
局
か
ら
フ
ラ
ン
ス
に
対
し
て
犯
罪
人
引
渡
要
請
が
な
さ
れ
た
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
裁
判
所
は
、
欠
席
裁
判
に
よ
る
有
罪
判
決
を
「
公
序
」（ordre

pu
blic

）
違
反
で

あ
る
と
し
て
認
め
な
か
っ
た
。
そ
の
決
定
が
出
さ
れ
る
や
否
や
、
フ
ラ
ン
ス
警
察
は
ボ
ザ
ー
ノ
の
身
柄
を
ス
イ
ス
に
向
け
て
国
外
追
放
さ
せ
た
と
こ
ろ
、
ス
イ
ス
に
お
い

て
犯
罪
人
引
渡
手
続
が
と
ら
れ
、
そ
の
後
、
イ
タ
リ
ア
に
送
ら
れ
逮
捕
さ
れ
た
。
そ
こ
で
ボ
ザ
ー
ノ
は
、
以
上
の
よ
う
な
フ
ラ
ン
ス
に
よ
る
国
外
追
放
と
そ
の
後
の
逮
捕

は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
五
条
一
項
ｆ
に
定
め
ら
れ
た
規
定
（
退
去
強
制
ま
た
は
犯
罪
人
引
渡
の
た
め
に
手
続
が
と
ら
れ
て
い
る
人
の
合
法
的
な
逮
捕
若
し
く
は
抑
留
）
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に
違
反
し
て
い
る
と
し
て
人
権
裁
判
所
で
争
っ
た
。
人
権
裁
判
所
は
、
本
件
が
偽
装
引
渡
し
に
あ
た
り
、
そ
の
よ
う
な
引
渡
し
は
、
人
権
条
約
五
条
一
項
ｆ
に
違
反
す
る

と
判
示
し
た
。

オ
ジ
ャ
ラ
ン
事
件
で
は
、
ト
ル
コ
の
官
憲
が
直
接
的
に
ケ
ニ
ア
の
領
域
に
お
い
て
申
立
人
の
身
柄
拘
束
に
関
与
し
た
か
ま
た
は
ケ
ニ
ア
が
自
国
領
域
内
で
の
ト
ル
コ
官

憲
の
行
動
を
黙
認
し
て
い
た
か
が
確
認
さ
れ
る
な
ら
ば
、
ト
ル
コ
官
憲
の
行
為
は
、
ケ
ニ
ア
の
主
権
を
侵
害
し
て
い
た
と
も
思
わ
れ
る
。
ケ
ニ
ア
の
黙
認
の
下
で
身
柄
拘

束
が
行
わ
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
ケ
ニ
ア
の
行
為
（
拉
致
の
幇
助
？
）
が
問
題
と
な
り
う
る
。
仮
に
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
申
立
人
側
は
、
ケ
ニ
ア
で
の
身
柄
拘
束
が
違
法

な
も
の
と
主
張
し
て
、
原
状
回
復
の
権
利
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
ケ
ニ
ア
は
、
人
権
条
約
の
締
約
国
で
は
な
い
た
め
、
判
決
で
は
ケ
ニ
ア
の
行

為
に
つ
い
て
は
何
ら
問
題
と
さ
れ
て
い
な
い
。

（
57
）

ボ
ザ
ー
ノ
事
件
で
は
フ
ラ
ン
ス
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
の
締
約
国
で
あ
っ
た
の
で
、
五
条
一
項
ｆ
の
違
反
を
導
く
こ
と

が
で
き
た
け
れ
ど
も
、
人
権
裁
判
所
は
、
ケ
ニ
ア
の
人
権
条
約
違
反
を
問
題
と
す
る
こ
と
で
き
な
い
と
考
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
58
）

判
決
が
死
刑
の
適
用
の
お
そ
れ
を
理
由
に
三
条
違
反
の
認
定
を
し
な
か
っ
た
背
景
に
は
、
死
刑
廃
止
に
向
け
た
法
改
正
の
動
き
を
配
慮
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

２
　M

am
atkulo

v

対
ト
ル
コ
事
件

∧
事
実
の
概
要
∨

申
立
人
二
名
は
、
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
の
野
党
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
り
、
二
名
と
も
、
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
内

（
59
）

に
お
い
て
爆
弾
テ
ロ
に
よ
る
殺
人
お
よ
び
傷
害
の
容
疑
並
び
に

ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
大
統
領
に
対
し
て
テ
ロ
を
共
謀
し
た
容
疑
が
問
わ
れ
て
い
た
。

（
60
）

第
一
申
立
人
で
あ
る
ル
ス
タ
ム
・
マ
マ
ト
ク
ロ
フ
（R

u
stam

M
am

atku
lov

）

は
、
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
の
ア
タ
チ
ェ
ル
ク
空
港
に
お
い
て
偽
造
旅
券
を
所
持
し
て
入
国
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
を
ト
ル
コ
入
管
当
局
に
身
柄
を
拘
束
さ
れ
た
。
第
二
の
申

立
人
で
あ
る
ザ
イ
ニ
デ
ィ
ン
・
ア
ス
カ
ロ
フ
は
（Z

ain
iddin

A
sku

rov

）、
一
九
九
八
年
一
二
月
一
三
日
に
や
は
り
偽
造
旅
券
を
用
い
て
ト
ル
コ
国
内
に
潜
伏
し
て
い
た

と
こ
ろ
を
、
第
一
の
申
立
人
の
逮
捕
日
か
ら
二
日
後
に
逮
捕
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
は
、
ト
ル
コ
と
の
二
国
間
条
約
に
従
っ
て
両
名
を
犯
罪
人
と
し
て
引

き
渡
す
よ
う
に
請
求
し
た
。

（
61
）

犯
罪
人
引
渡
手
続
は
、
ト
ル
コ
刑
事
裁
判
所
の
ト
ル
コ
人
判
事
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
。
問
わ
れ
て
い
た
罪
は
、
普
通
犯
罪
で
あ
り
、
犯
罪
人
引
渡
手
続
期
間
中
の

申
立
人
ら
の
拘
禁
許
可
状
が
下
さ
れ
た
。
申
立
人
ら
は
、
犯
罪
は
政
治
的
性
質
の
も
の
で
あ
り
、
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
の
政
治
的
反
対
派
は
、
当
局
に
よ
っ
て
逮
捕
さ
れ
る
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と
監
獄
内
で
拷
問
を
受
け
る
と
主
張
し
、
ま
た
い
ず
れ
の
申
立
人
も
事
件
の
起
こ
っ
た
時
に
は
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
に
は
居
な
か
っ
た
と
ア
リ
バ
イ
を
主
張
し
た
。
ト
ル
コ

の
裁
判
所
は
彼
ら
の
申
立
を
棄
却
し
た
。

申
立
人
ら
の
弁
護
士
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
に
申
立
を
行
っ
た
。
人
権
裁
判
所
は
、
申
立
人
ら
を
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
に
引
き
渡
さ
な
い
こ
と
が
、
申
立
人
双
方

お
よ
び
五
日
後
に
予
定
さ
れ
て
い
た
人
権
裁
判
所
の
審
理
手
続
の
公
正
な
運
用
の
た
め
に
利
益
と
な
る
と
み
な
さ
れ
た
の
で
、
人
権
裁
判
所
手
続
規
則
の
三
九
条
に
従
っ

て
ト
ル
コ
政
府
に
対
し
て
引
渡
し
の
停
止
を
求
め
る
仮
保
全
措
置
命
令
を
決
定
し
た
。

（
62
）

し
か
し
、
そ
の
翌
日
、
ト
ル
コ
政
府
は
、
申
立
人
ら
の
犯
罪
人
引
渡
令
書
を
発
給

し
た
。
申
立
人
ら
は
、
そ
の
後
八
日
の
間
は
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
当
局
に
引
き
渡
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
そ
の
時
ま
で
に
人
権
裁
判
所
は
会
合
を
開
い
て
、
後
日
措
置
を
と
る

ま
で
の
間
、
仮
保
全
措
置
を
延
長
す
る
と
決
定
し
た
。

し
か
し
、
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
に
申
立
人
ら
は
引
き
渡
さ
れ
、
最
高
裁
判
所
は
、
申
立
人
両
名
を
有
罪
と
認
め
て
、
そ
れ
ぞ
れ
二
〇
年
と
一
一
年
の
拘
禁
刑
と
す
る
旨
判

示
し
た
。
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
の
刑
法
上
で
は
二
〇
年
は
最
高
刑
で
あ
る
。

申
立
人
ら
は
、
人
権
裁
判
所
へ
の
最
初
の
申
立
に
お
い
て
、
条
約
二
条
、
三
条
、
六
条
お
よ
び
裁
判
所
規
則
の
三
九
条
の
違
反
を
主
張
し
て
い
た
。
小
法
廷
は
二
〇
〇

三
年
二
月
六
日
の
判
決
に
よ
っ
て
、
第
一
の
申
立
人
に
つ
い
て
は
、
以
前
の
判
例
法
を
覆
し
て
、
ト
ル
コ
が
規
則
裁
判
所
三
九
条
（
仮
保
全
措
置
）
に
従
わ
な
い
こ
と
に

よ
っ
て
、（
個
人
の
人
権
裁
判
所
に
対
す
る
申
立
権
を
承
認
し
て
い
る
）
条
約
三
四
条
に
違
反
す
る
と
認
定
し
た
（
六
対
一
）。
た
だ
し
、
条
約
三
条
お
よ
び
六
条
の
違
反

は
存
在
し
な
い
と
全
会
一
致
で
認
め
た
。
ト
ル
コ
政
府
は
、
本
件
を
大
法
廷
に
付
託
す
る
よ
う
に
求
め
た
の
で
、
大
法
廷
は
二
〇
〇
五
年
二
月
四
日
に
判
決
を
下
し
た
。

∧
大
法
廷
判
決
∨

・
二
条
お
よ
び
三
条

大
法
廷
は
、
条
約
二
条
と
三
条
違
反
の
主
張
を
併
合
し
て
審
査
し
た
。
申
立
人
ら
の
弁
護
士
は
、
犯
罪
人
引
渡
が
行
わ
れ
た
後
に
は
、
申
立
人
ら
と
連
絡
を
す
る
こ
と

が
出
来
ず
、
ト
ル
コ
お
よ
び
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
双
方
か
ら
も
申
立
人
と
の
連
絡
確
保
の
要
請
に
対
し
て
応
え
が
無
か
っ
た
。
彼
ら
は
、
多
数
の
国
際
的
人
権
団
体
の
報
告

書
に
言
及
し
て
、
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
内
に
お
け
る
被
拘
禁
者
の
状
態
は
、
受
け
入
れ
ら
れ
ず
ま
た
被
拘
禁
者
が
常
態
的
に
拷
問
を
受
け
て
い
る
と
主
張
し
た
。
ま
た
、
申

立
人
は
、
自
己
の
選
任
す
る
弁
護
士
に
よ
る
法
的
援
助
を
受
け
る
権
利
を
否
定
さ
れ
た
ま
ま
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
当
局
に
対
し
て
（
ト
ル
コ
で
の
犯
罪
人
引
渡
手
続
に
お
け

る
の
と
）
同
様
の
起
訴
事
実
を
認
め
た
こ
と
は
、
彼
ら
が
犯
し
て
い
な
い
犯
罪
を
自
白
す
る
よ
う
拷
問
と
非
人
道
的
な
取
扱
い
を
受
け
て
い
た
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
と

主
張
し
た
。
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ト
ル
コ
政
府
は
、
犯
罪
人
引
渡
手
続
が
条
約
三
条
違
反
に
至
る
た
め
に
は
、
非
人
道
的
な
取
扱
い
お
よ
び
拷
問
が
加
え
ら
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、
か
か
る
取
扱

い
が
行
わ
れ
た
と
信
ず
る
た
め
に
十
分
な
証
拠
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
た
。
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
当
局
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
保
証
は
、
国
連
拷
問
禁
止

条
約
に
基
づ
く
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
の
義
務
を
再
確
認
す
る
も
の
で
あ
り
、
申
立
人
ら
が
拷
問
ま
た
は
非
人
道
的
な
取
扱
い
を
受
け
る
こ
と
は
な
い
こ
と
、
彼
ら
の

財
産
が
没
収
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
こ
と
を
述
べ
て
い
た
。
彼
ら
は
ま
た
申
立
人
ら
の
裁
判
は
、
ト
ル
コ
政
府
お
よ
び
そ
の
他
の
諸
国
の
大
使
館
員
ら
を
含
め
て
八
〇
人
以

上
が
出
席
し
て
行
わ
れ
た
こ
と
、
ま
た
申
立
人
ら
は
裁
判
の
前
ま
た
は
後
に
非
人
道
的
な
取
扱
い
を
受
け
た
こ
と
は
な
い
と
語
っ
て
い
た
と
主
張
し
た
。

人
権
裁
判
所
は
、
ソ
エ
リ
ン
グ
対
イ
ギ
リ
ス
事
件
の
判
決
を
繰
り
返
し
て
、
条
約
三
条
に
反
す
る
取
扱
い
の
実
際
の
危
険
に
人
が
直
面
す
る
実
質
的
な
理
由
が
証
明
さ

れ
る
な
ら
ば
、
締
約
国
の
責
任
が
生
じ
る
と
し
た
。
裁
判
所
は
、
有
責
性
の
評
価
は
提
出
さ
れ
た
資
料
に
鑑
み
て
、
ま
た
ト
ル
コ
が
犯
罪
人
引
渡
が
行
わ
れ
た
時
点
に
お

い
て
知
っ
て
い
た
事
実
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
と
し
て
、
申
立
人
ら
の
健
康
状
態
は
良
好
で
あ
る
と
い
う
監
獄
医
務
官
の
提
供
し
た
証
明
書
と
、
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
の
一

般
的
状
況
を
記
述
す
る
証
拠
と
を
審
査
し
た
。H

u
m

an
R

igh
ts

W
atch

や
Ａ
Ｉ
Ｒ
Ｅ
セ
ン
タ
ー
な
ど
の
第
三
者
が
提
出
し
た
報
告
書
（
こ
れ
に
は
申
立
人
ら
に
拷
問
が

行
わ
れ
た
様
子
は
な
い
と
記
さ
れ
て
い
た
）
が
、
申
立
人
ら
と
共
犯
と
し
て
起
訴
さ
れ
て
い
た
近
親
者
が
拷
問
を
受
け
、
ま
た
そ
の
他
の
同
様
の
政
治
犯
が
ウ
ズ
ベ
キ
ス

タ
ン
の
監
獄
内
で
非
人
道
的
処
遇
の
結
果
死
亡
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
政
府
が
与
え
た
保
証
は
、
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
内
に
お
け
る
治
安
部
隊
に

対
す
る
司
法
当
局
の
監
視
が
存
在
し
な
い
状
況
を
鑑
み
る
な
ら
ば
信
頼
で
き
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
た
。
以
上
の
諸
点
を
考
慮
し
て
、
申
立
人
ら
が
拷
問
ま
た
は
そ
の
他

の
非
人
道
的
、
品
位
を
傷
つ
け
る
取
扱
い
を
受
け
る
と
い
う
実
際
の
危
険
は
証
明
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
、
三
条
の
違
反
は
な
い
と
さ
れ
た
（
一
四
対
三
）。

・
六
条
一
項

申
立
人
は
、
六
条
一
項
に
定
め
る
「
公
正
な
裁
判
を
受
け
る
権
利
」
が
次
の
点
で
侵
害
さ
れ
た
と
主
張
し
た
。

第
一
に
、
ト
ル
コ
に
お
け
る
犯
罪
人
引
渡
手
続
に
お
い
て
は
、
事
件
と
の
関
連
資
料
を
照
会
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
ず
、
ま
た
起
訴
理
由
に
つ
い
て
の
主
張
を
提
出
す
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
は
、
六
条
一
項
に
違
反
し
て
い
る
。

第
二
に
、
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
の
刑
事
訴
訟
手
続
に
お
い
て
は
、
公
正
な
裁
判
を
受
け
る
可
能
性
が
な
い
の
で
、
六
条
一
項
が
域
外
に
お
い
て
侵
害
さ
れ
る
と
主
張
し
た
。

ま
た
、
申
立
人
ら
が
死
刑
を
宣
告
さ
れ
、
実
際
に
処
刑
さ
れ
る
恐
れ
に
直
面
し
て
い
る
と
主
張
し
た
。
申
立
人
ら
は
、
裁
判
を
待
つ
間
、
外
部
と
の
連
絡
を
遮
断
さ
れ
て

い
た
し
、
弁
護
人
を
選
任
す
る
機
会
が
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
有
罪
の
論
拠
と
な
っ
た
自
白
は
、
拷
問
の
下
で
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
司
法
機
関
は
、
行
政
機
関
か
ら

独
立
し
て
い
な
い
な
ど
と
主
張
し
た
。
ト
ル
コ
政
府
は
、
申
立
人
ら
の
引
渡
し
は
、
六
条
一
項
の
下
で
の
国
家
の
責
任
を
生
じ
さ
せ
な
い
と
主
張
し
た
。
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大
法
廷
は
、
裁
判
が
開
始
す
る
ま
で
の
間
、
暗
室
拘
禁
下
に
置
か
れ
た
と
い
う
主
張
お
よ
び
訴
追
担
当
の
検
察
官
に
よ
っ
て
指
名
さ
れ
た
弁
護
人
を
指
定
さ
れ
た
と
い

う
主
張
を
支
持
す
る
第
三
者
の
提
出
し
た
情
報
を
審
査
し
た
後
に
、
ソ
エ
リ
ン
グ
対
イ
ギ
リ
ス
事
件
判
決
を
詳
細
に
検
討
し
た
。
そ
し
て
、
裁
判
拒
否
の
悪
質
な
危
険
性

は
、
当
該
人
物
を
引
き
渡
し
た
と
き
に
、
締
約
国
が
知
っ
て
い
た
か
ま
た
は
知
っ
て
い
た
は
ず
の
事
実
に
よ
り
、
お
よ
び
仮
保
全
措
置
の
決
定
が
行
わ
れ
た
時
点
で
評
価

さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
た
。
申
立
人
ら
が
引
渡
先
の
国
で
公
正
な
裁
判
を
受
け
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
つ
き
、
そ
の
時
点
で
疑
問
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
裁

判
に
お
け
る
不
規
則
性
が
生
じ
る
可
能
性
が
悪
質
な
裁
判
拒
否
を
構
成
す
る
こ
と
を
証
明
す
る
ほ
ど
に
は
十
分
な
証
拠
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
六
条
の
違

反
は
な
い
（
一
三
対
四
）。

（
63
）

・
条
約
三
四
条

申
立
人
は
、（
仮
保
全
措
置
に
反
し
て
）
犯
罪
人
と
し
て
引
き
渡
さ
れ
た
結
果
、
条
約
三
条
違
反
の
申
し
立
て
を
根
拠
づ
け
る
た
め
に
調
査
を
行
い
、
証
拠
を
獲
得
す
る

こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
の
で
、
条
約
三
四
条
に
基
づ
く
個
人
申
立
権
に
違
反
す
る
と
主
張
し
た
。
ト
ル
コ
政
府
は
、
ク
ル
ス
・
ヴ
ァ
ラ
ス
（C

ru
z

V
aras

）
対
ス
ゥ
ェ

ー
デ
ン
事
件
に
依
拠
し
て
、

（
64
）

三
条
と
は
別
に
三
四
条
に
関
わ
る
問
題
は
生
ぜ
ず
、
ま
た
締
約
国
は
、
そ
の
よ
う
な
指
示
に
応
じ
る
べ
き
法
的
義
務
を
負
わ
な
い
と
主
張
し

た
。
ま
た
締
約
国
は
、
仮
保
全
措
置
を
指
示
す
る
文
書
の
文
言
は
、
拘
束
力
を
伴
う
よ
う
な
意
思
の
明
示
は
な
く
、
ま
た
条
約
上
、
人
権
裁
判
所
に
は
そ
の
よ
う
な
拘
束

力
の
あ
る
措
置
を
命
令
す
る
権
限
は
な
い
と
主
張
し
た
。

三
四
条
の
違
反
を
審
議
す
る
前
に
、
裁
判
所
は
、
三
条
お
よ
び
六
条
に
違
反
し
な
い
と
い
う
認
定
と
個
人
請
求
権
の
違
反
と
は
関
連
す
る
と
し
た
。
裁
判
所
は
、
国
際

法
律
家
委
員
会
か
ら
の
法
廷
助
言
者
と
し
て
の
意
見
を
審
査
し
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
仮
保
全
措
置
は
、
条
約
シ
ス
テ
ム
と
三
四
条
の
従
来
の
解
釈
に
基
づ
い
て
、
仮
保

全
措
置
の
背
景
と
文
脈
に
応
じ
て
、
国
際
法
上
の
拘
束
力
が
あ
る
と
の
意
見
を
表
明
し
て
い
た
。
規
約
人
権
委
員
会
、
拷
問
禁
止
委
員
会
、
米
州
人
権
委
員
会
お
よ
び
国

際
司
法
裁
判
所
の
判
例
に
照
ら
し
て
、
国
際
的
な
視
点
か
ら
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
申
立
人
の
代
理
人
が
申
立
人
ら
と
接
触
し
よ
う
と
し
た
が
功
を
奏
さ
な
か

っ
た
こ
と
、
ス
ト
ラ
ス
ブ
ー
ル
で
の
審
理
期
間
中
に
は
武
器
の
平
等
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
照
ら
し
て
、
裁
判
所
は
、
規
則
三
九
条
の
違
反
は
、
三
条
の

後
の
違
反
を
い
っ
そ
う
悪
化
さ
せ
る
も
の
と
み
な
し
う
る
し
、
ま
た
条
約
三
四
条
に
基
づ
く
権
利
を
侵
害
す
る
と
考
え
る
。
よ
っ
て
裁
判
所
は
、
仮
保
全
措
置
の
指
示
に

応
諾
す
れ
ば
、
疑
う
余
地
も
な
く
申
立
人
ら
が
当
法
廷
に
お
い
て
自
ら
の
主
張
を
述
べ
る
に
当
た
っ
て
助
け
と
な
る
で
あ
ろ
う
と
判
示
し
た
。
結
論
と
し
て
は
次
の
よ
う

に
述
べ
る
。

「
当
法
廷
は
、
条
約
三
四
条
の
結
果
、
締
約
国
は
個
人
の
申
立
権
の
実
効
的
な
行
使
を
阻
害
す
る
よ
う
な
作
為
ま
た
は
不
作
為
を
慎
む
こ
と
を
約
束
し
て
い
る
こ
と
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を
繰
り
返
し
述
べ
る
。
締
約
国
が
仮
保
全
措
置
に
従
わ
な
い
の
は
、
申
立
人
の
請
求
を
裁
判
所
が
実
効
的
に
審
査
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
条
約

三
四
条
の
侵
害
で
あ
る
と
考
え
る
。

当
法
廷
は
、
提
出
さ
れ
た
証
拠
に
鑑
み
て
、
裁
判
所
規
則
三
九
条
に
定
め
る
仮
保
全
措
置
へ
の
不
応
諾
に
よ
っ
て
ト
ル
コ
は
、
条
約
三
四
条
に
基
づ
く
義
務
に
違

反
し
た
と
結
論
づ
け
る
。」（
一
四
対
三
）

（
65
）

∧
検
討
∨

本
件
判
決
は
、
仮
保
全
措
置
の
法
的
拘
束
力
を
認
め
た

（
66
）

、
こ
の
点
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
の
従
来
の
判
例
法
を
変
更
し
て
新
た
な
判
断
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
67
）

か
つ
て
の
判
例
で
は
、
ク
ル
ス
・
ヴ
ァ
ラ
ス
対
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
事
件
が
あ
る
。

（
68
）

本
件
で
は
、
チ
リ
に
申
立
人
を
送
還
し
な
い
こ
と
を
仮
保
全
措
置
に
よ
り
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

政
府
に
要
請
し
た
が
、
同
政
府
は
こ
れ
に
応
じ
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
政
府
の
対
応
は
条
約
義
務
に
違
反
せ
ず
、
し
た
が
っ
て
個
人
申
立
権
を
定

め
た
（
旧
）
二
五
条
に
も
違
反
し
な
い
と
結
論
づ
け
て
い
た
（
一
〇
対
九
）。

本
件
判
決
は
、
国
際
司
法
裁
判
所
の
ラ
グ
ラ
ン
事
件
判
決
等
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
仮
保
全
措
置
の
法
的
拘
束
力
を
認
め
よ
う
と
す
る
最
近
の
国
際
（
人
権
）
法
の
発

展
傾
向
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

（
69
）

仮
保
全
措
置
の
拘
束
力
に
つ
い
て
は
、
自
由
権
規
約
委
員
会
も
手
続
規
則
八
六
条
に
定
め
る
仮
保
全
措
置
命
令
の
違

反
は
、
選
択
議
定
書
に
基
づ
く
国
の
義
務
違
反
に
当
た
る
と
し
た
。

（
71
）

規
則
三
九
条
の
無
視
は
、
条
約
三
四
条
の
個
人
申
立
権
の
実
効
的
な
行
使
を
侵
害
す
る
と
い
う
大
法
廷
の
決
定
は
、
人
権
裁
判
所
の
任
務
は
、
毀
損
さ
れ
て
は
な
ら
な

い
と
い
う
明
確
な
意
見
表
明
で
あ
る
。

（
70
）

三
名
の
裁
判
官
は
、
多
数
意
見
に
異
議
を
唱
え
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
仮
保
全
措
置
の
法
的
拘
束
力
は
、
ウ
ィ
ー
ン
条
約
法
条
約
の
条
約
解
釈
原
理
に
従
う
か
ぎ
り
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
上
の
解
釈
と
し
て
も
、
ま
た
一
般
国
際
法
上
の
規
則
と
し
て
も
導
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
の
判
例
法
か
ら
も
そ
の
よ
う

な
結
論
を
導
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
多
数
意
見
の
立
場
は
、
司
法
決
定
と
い
う
よ
り
は
立
法
行
為
で
あ
り
、
条
約
に
は
定
め
ら
れ
て
い
な
い
新
た
な
義
務

を
締
約
国
に
課
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
72
）

こ
の
よ
う
な
反
論
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
権
裁
判
所
の
仮
保
全
措
置
の
効
力
に
関
す
る
解
釈
は
、
こ
の
一
か
月
後
の
サ
マ
ー
エ
フ

他
の
事
件
の
大
法
廷
判
決
で
も
踏
襲
さ
れ
た
。
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３
　S

ham
ayev

他
一
二
人
対
グ
ル
ジ
ア
お
よ
び
ロ
シ
ア
事
件

∧
事
実
の
概
要
∨

本
件
は
、
チ
ェ
チ
ェ
ン
紛
争
を
背
景
と
し
て
グ
ル
ジ
ア
か
ら
ロ
シ
ア
に
引
き
渡
さ
れ
た
ゲ
リ
ラ
グ
ル
ー
プ
の
容
疑
者
の
弁
護
士
か
ら
付
託
さ
れ
た
事
件
で
あ
る
。

（
73
）

事
実

の
発
端
は
、
二
〇
〇
二
年
八
月
二
日
と
五
日
の
間
に
、
武
装
し
た
一
三
名
の
ゲ
リ
ラ
集
団
が
ロ
シ
ア
と
グ
ル
ジ
ア
の
間
の
某
国
境
検
問
所
に
到
着
し
、
武
器
を
捨
て
て
グ

ル
ジ
ア
側
に
投
降
し
た
と
き
に
始
ま
る
。

（
74
）

何
人
か
の
者
は
負
傷
し
て
い
た
が
、
治
療
を
必
要
と
し
な
い
者
は
、
一
時
的
に
拘
束
さ
れ
、
武
器
の
密
輸
お
よ
び
不
法
入
国
の

容
疑
で
逮
捕
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
申
立
人
ら
は
、
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
で
グ
ル
ジ
ア
の
首
都
ト
ビ
リ
シ
に
移
送
さ
れ
、
拘
禁
さ
れ
た
。

八
月
六
日
、
ロ
シ
ア
の
司
法
当
局
の
係
官
（P

rocu
rator-G

en
eral

）
が
ト
ビ
リ
シ
に
到
着
し
て
、
拘
禁
中
の
者
は
七
月
二
七
日
に
チ
ェ
チ
ェ
ン
内
を
パ
ト
ロ
ー
ル
中

の
ロ
シ
ア
軍
を
攻
撃
し
た
武
装
集
団
に
属
し
て
い
る
と
主
張
し
て
、
犯
罪
人
と
し
て
引
き
渡
す
よ
う
に
求
め
た
。
グ
ル
ジ
ア
当
局
は
、
当
該
請
求
は
一
九
九
三
年
の
「
民

事
、
婚
姻
関
係
お
よ
び
刑
事
事
件
に
関
す
る
法
律
援
助
お
よ
び
法
律
関
係
に
関
す
る
ミ
ン
ス
ク
条
約
」
ま
た
は
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
犯
罪
人
引
渡
条
約
」
の
い
ず
れ
か
に
よ
っ

て
求
め
ら
れ
る
書
式
を
欠
い
て
い
る
と
い
う
理
由
に
よ
り
、
こ
れ
を
拒
否
し
た
。
八
月
八
日
、
ロ
シ
ア
は
、
公
務
員
を
負
傷
さ
せ
よ
う
と
し
た
こ
と
、
違
法
な
武
装
グ
ル

ー
プ
を
組
織
し
た
罪
お
よ
び
ロ
シ
ア
領
か
ら
違
法
に
出
国
し
た
罪
な
ど
に
よ
り
彼
ら
を
正
式
に
起
訴
し
た
。
八
月
一
九
日
、
ロ
シ
ア
は
、
シ
ャ
マ
ー
エ
フ
と
一
二
人
の
同

志
ら
の
犯
罪
人
引
渡
請
求
を
公
式
に
行
っ
た
。
さ
ら
に
一
〇
月
二
日
、
ロ
シ
ア
は
申
立
人
ら
に
対
し
て
死
刑
を
科
さ
な
い
と
い
う
保
証
を
与
え
た
。

（
75
）

以
上
の
よ
う
な
経
緯

の
後
、
グ
ル
ジ
ア
側
は
、
犯
罪
の
重
大
性
に
鑑
み
て
、
シ
ャ
マ
ー
エ
フ
他
の
四
人
を
ロ
シ
ア
に
引
き
渡
す
こ
と
に
し
た
。

一
〇
月
四
日
の
午
後
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
は
、
申
立
人
の
弁
護
士
か
ら
彼
ら
を
ロ
シ
ア
に
引
き
渡
さ
な
い
よ
う
に
求
め
る
手
続
規
則
三
九
条
に
基
づ
く
仮
保
全

措
置
の
請
求
を
受
け
取
っ
た
。
人
権
裁
判
所
は
、
同
日
午
後
六
時
三
〇
分
に
仮
保
全
措
置
命
令
を
ロ
シ
ア
当
局
に
伝
え
た
。
し
か
し
、
グ
ル
ジ
ア
の
当
局
と
接
触
す
る
こ

と
は
困
難
で
あ
っ
た
が
、
七
時
四
五
分
に
携
帯
電
話
に
よ
っ
て
副
司
法
大
臣
と
話
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
、
口
頭
に
よ
り
正
式
の
通
達
と
見
な
す
こ
と
が
了
解
さ
れ
た
。

し
か
し
、
時
既
に
遅
く
、
七
時
一
〇
分
に
グ
ル
ー
プ
の
五
人
は
、
ト
ビ
リ
シ
空
港
で
ロ
シ
ア
当
局
に
引
き
渡
さ
れ
た
。

他
の
八
人
に
関
す
る
仮
保
全
措
置
は
、
グ
ル
ジ
ア
側
が
引
渡
被
請
求
人
に
対
す
る
処
遇
に
つ
い
て
の
ロ
シ
ア
側
の
保
障
が
十
分
で
あ
る
と
認
め
る
ま
で
、
そ
の
後
一
ヶ

月
間
有
効
と
さ
れ
た
。
そ
の
後
数
ヶ
月
に
わ
た
る
拘
禁
中
に
、
八
人
中
二
人
は
グ
ル
ジ
ア
国
籍
を
有
し
て
い
た
の
で
ロ
シ
ア
に
は
引
き
渡
さ
れ
な
い
と
さ
れ
た
。
一
人
は

難
民
の
地
位
が
認
め
ら
れ
た
の
で
、
引
き
渡
さ
れ
ず
、
他
の
一
人
は
、
庇
護
申
請
は
却
下
さ
れ
た
が
、
訴
え
の
結
果
を
待
つ
ま
で
の
間
グ
ル
ジ
ア
に
残
留
す
る
こ
と
が
認
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め
ら
れ
た
。
他
の
二
人
は
い
か
な
る
罪
に
よ
っ
て
も
無
罪
で
あ
る
と
さ
れ
た
た
め
に
釈
放
さ
れ
た
（
た
だ
し
、
彼
ら
は
ト
ビ
リ
シ
の
街
を
散
歩
中
に
姿
を
消
し
て
し
ま
い
、

後
に
ロ
シ
ア
で
拘
禁
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
）。

人
権
裁
判
所
は
、
人
権
条
約
三
八
条
一
項
の
下
で
締
約
国
と
協
力
す
る
権
利
を
行
使
し
て
、
本
件
の
事
実
を
調
査
し
、
事
態
を
よ
り
よ
く
理
解
す
る
た
め
に
両
国
に
現

地
調
査
の
実
施
を
許
可
す
る
よ
う
に
求
め
た
。
そ
の
結
果
、
二
〇
〇
四
年
の
二
月
に
グ
ル
ジ
ア
で
の
調
査
が
実
施
さ
れ
た
。
し
か
し
、
ロ
シ
ア
側
は
、
事
件
は
国
内
裁
判

所
に
お
い
て
繋
属
中
で
あ
る
と
の
理
由
で
事
実
調
査
へ
の
協
力
を
拒
否
し
た
。
そ
の
結
果
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
は
、
原
告
と
の
連
絡
を
と
る
こ
と
が
で
き
ず
、
現

地
調
査
も
行
わ
れ
な
か
っ
た
。

∧
判
決
要
旨
∨

二
〇
〇
五
年
四
月
一
二
日
の
第
二
小
法
廷
の
判
決
で
は
、
多
く
の
手
続
的
な
重
要
ポ
イ
ン
ト
を
審
議
し
、
最
終
的
に
グ
ル
ジ
ア
と
ロ
シ
ア
に
よ
る
二
条
、
三
条
、
一
三

条
お
よ
び
三
四
条
に
つ
い
て
人
権
条
約
違
反
を
認
め
た
。

①
ロ
シ
ア
の
先
決
的
抗
弁
の
主
張
に
関
す
る
判
断

ロ
シ
ア
は
先
決
的
抗
弁
と
し
て
、
申
立
人
が
弁
護
士
に
対
し
て
人
権
裁
判
所
に
事
件
を
付
託
す
る
よ
う
に
依
頼
し
た
文
書
が
適
式
で
あ
る
か
ど
う
か
を
争
っ
た
。
そ
れ

に
答
え
て
判
決
は
、
管
轄
権
に
関
す
る
決
定
に
つ
い
て
は
「
管
轄
に
関
す
る
管
轄
権
」
を
維
持
し
て
い
る
こ
と
を
明
確
な
言
葉
で
確
認
し
た
。
確
立
し
た
判
例
法
を
引
用

し
て
、
受
理
可
能
性
の
規
則
は
、「
一
定
程
度
詳
密
に
し
て
か
つ
過
度
の
形
式
主
義
に
陥
ら
な
い
よ
う
に
」
解
釈
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
、
文
書
上
の
手
続
的
な
不
足
点

は
そ
の
有
効
性
を
損
な
う
も
の
で
は
な
い
、
と
繰
り
返
し
た
。
判
決
は
、
さ
ら
に
申
立
人
は
自
ら
の
過
失
に
よ
る
こ
と
な
し
に
、
両
国
の
当
局
に
よ
っ
て
「
特
別
に
損
害

を
受
け
や
す
い
立
場
」
に
置
か
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
い
ず
れ
の
手
続
上
の
問
題
点
も
「
関
係
者
の
責
め
に
帰
す
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
極
度
の
緊
急
状
態
が
存

在
し
た
結
果
生
じ
た
も
の
で
あ
る
」
と
認
め
た
。

（
76
）

②
ロ
シ
ア
に
よ
る
現
地
調
査
の
拒
否
と
個
人
申
立
権
の
侵
害

ロ
シ
ア
が
、
裁
判
所
の
現
地
調
査
を
拒
否
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
自
国
内
に
拘
禁
さ
れ
て
い
る
申
立
人
ら
に
対
す
る
ア
ク
セ
ス
が
不
可
能
と
さ
れ
た
た
め
に
、
裁
判
所

は
、
ロ
シ
ア
の
手
続
的
な
異
議
申
立
の
有
効
性
を
決
定
す
る
機
会
を
奪
わ
れ
た
。
裁
判
所
は
、
ロ
シ
ア
側
の
協
力
の
欠
如
に
よ
っ
て
潜
在
的
な
申
立
人
た
ち
に
対
し
て

当
裁
判
所
に
お
け
る
訴
訟
の
繋
属
を
求
め
る
権
利
を
拒
否
す
る
こ
と
を
認
め
る
も
の
で
は
な
い
。
も
し
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
本
裁
判
所
の
保
護
は
、「
具
体
的
か
つ
実
効

的
」
で
は
な
く
「
理
論
上
か
つ
架
空
の
」
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
。
ロ
シ
ア
が
国
内
的
救
済
が
尽
く
さ
れ
た
後
に
初
め
て
人
権
裁
判
所
に
事
件
を
付
託
す
る
こ
と
が
で
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き
る
と
い
う
補
完
性
の
原
則
を
主
張
し
て
い
た
点
に
つ
い
て
は
、
本
件
申
立
は
、
ロ
シ
ア
に
お
い
て
繋
属
中
の
刑
事
訴
追
に
つ
い
て
で
は
な
く
、
犯
罪
人
引
渡
手
続
を

問
題
と
し
て
い
た
こ
と
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
。

（
77
）

こ
う
し
た
文
脈
に
お
い
て
は
、
現
地
調
査
は
、
本
裁
判
所
が
、
当
該
国
内
機
関
の
行
為
に
関
し
て
制

限
を
課
す
る
こ
と
な
く
、
人
権
条
約
が
十
分
に
実
施
さ
れ
た
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
に
当
た
っ
て
、
一
つ
の
手
続
上
の
手
段
で
あ
っ
た
。

判
決
は
、
ロ
シ
ア
の
協
力
拒
否
は
、
本
件
の
効
果
的
な
審
査
を
妨
害
し
た
と
認
定
し
た
。
特
に
、
ロ
シ
ア
国
内
で
の
調
査
の
拒
否
、
裁
判
所
が
尋
問
し
よ
う
と
し
た
申

立
人
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
拒
否
、
裁
判
所
が
訪
れ
よ
う
と
し
た
施
設
へ
の
ア
ク
セ
ス
拒
否
な
ど
は
、
結
果
的
に
、
人
権
裁
判
所
の
調
査
権
を
定
め
た
条
約
三
八
条
の
違
反
に

当
た
る
と
し
た
。
裁
判
所
は
ま
た
、
ロ
シ
ア
当
局
は
、
申
立
人
が
裁
判
所
に
事
件
を
付
託
す
る
権
利
を
「
深
刻
か
つ
実
質
的
に
」
妨
げ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
権
裁
判
所

に
対
す
る
個
人
の
申
立
権
を
定
め
る
条
約
三
四
条
に
も
違
反
し
た
と
認
定
し
た
。

③
仮
保
全
措
置
の
違
反

小
法
廷
は
、
当
初
行
わ
れ
た
ロ
シ
ア
当
局
へ
の
五
人
の
引
渡
し
を
行
う
に
当
た
っ
て
グ
ル
ジ
ア
は
当
日
事
前
に
発
給
さ
れ
た
仮
保
全
措
置
（
そ
れ
は
現
状
維
持
を
命
じ

た
も
の
で
あ
っ
た
）
に
違
反
し
た
と
認
定
し
た
。
仮
保
全
措
置
は
、「
申
立
を
効
果
的
に
審
査
す
る
た
め
だ
け
で
は
な
く
、
申
立
人
に
対
し
て
条
約
が
付
与
す
る
保
護
の
実

効
性
を
確
保
し
、
か
つ
究
極
的
に
は
閣
僚
委
員
会
が
判
決
の
執
行
を
監
督
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
た
め
」
に
発
布
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
み
て
、

「
仮
保
全
措
置
は
、
条
約
に
基
づ
い
て
提
起
さ
れ
た
申
立
の
本
案
に
関
わ
り
を
有
し
て
」
お
り
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
「
条
約
三
四
条
に
基
づ
く
権
利
の
実
効
的

な
行
使
を
妨
げ
て
は
な
ら
な
い
締
約
国
の
義
務
に
違
反
す
る
。

（
78
）

」

④
条
約
二
条
お
よ
び
三
条
の
違
反
に
つ
い
て

申
立
人
は
グ
ル
ジ
ア
が
五
人
の
申
立
人
の
ロ
シ
ア
へ
の
引
渡
し
を
許
可
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
条
約
三
条
に
違
反
し
た
と
主
張
し
て
い
た
。
ロ
シ
ア
に
引
き
渡
さ
れ
た
場

合
、
彼
ら
は
拷
問
ま
た
は
死
刑
を
含
め
て
「
非
人
道
的
な
ま
た
は
品
位
を
傷
つ
け
る
取
扱
い
ま
た
は
刑
罰
」
に
処
せ
ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
裁
判
所
は
、
死
刑
そ
の
も

の
が
非
人
道
的
ま
た
は
品
位
を
傷
つ
け
る
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
も
の
で
は
な
い
と
断
定
的
に
述
べ
た
。
そ
の
代
わ
り
に
、
裁
判
所
は
、
死
刑
が
宣
告
さ
れ
ま
た
は
適
用

さ
れ
る
状
況
に
関
心
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
、
非
人
道
的
ま
た
は
品
位
を
傷
つ
け
る
取
扱
い
の
限
界
を
超
え
る
こ
と
が
無
い
よ
う
に
、
当
人
の
属

性
（
年
齢
を
含
む
）、
犯
罪
と
の
不
均
衡
性
、
死
刑
の
順
番
待
ち
現
象
、
ま
た
は
関
係
国
の
死
刑
に
対
す
る
一
般
的
な
対
応
な
ど
で
あ
る
。
さ
ら
に
裁
判
所
は
「
今
日
、
諸

国
は
テ
ロ
リ
ス
ト
の
暴
力
か
ら
住
民
を
保
護
す
る
た
め
に
大
き
な
困
難
に
遭
遇
し
て
い
る
こ
と
を
十
分
に
意
識
し
て
い
る
」
と
い
う
点
を
「
明
確
に
強
調
し
て
繰
り
返
し

述
べ
て
い
る
」
が
、「
条
約
は
、
申
立
人
の
行
為
が
何
で
あ
れ
、
条
約
三
条
に
違
反
す
る
に
等
し
い
取
扱
い
を
絶
対
的
な
文
言
に
よ
り
禁
止
し
て
い
る
」
と
し
た
。
実
際
に
、
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裁
判
所
は
、「
条
約
二
条
お
よ
び
三
条
は
、
い
か
な
る
制
限
も
定
め
て
お
ら
ず
、
ま
た
国
民
の
生
活
を
脅
か
す
公
の
危
険
の
時
で
さ
え
も
一
五
条
に
従
っ
て
免
脱
措
置
に
服

さ
な
い
」
と
続
け
て
述
べ
た
。

（
79
）

判
決
は
、
以
上
の
原
則
を
本
件
に
適
用
し
て
、
グ
ル
ジ
ア
が
チ
ェ
チ
ェ
ン
地
方
に
固
有
の
緊
急
状
態
を
十
分
に
知
り
つ
つ
行
動
し
た
こ
と
を
認
め
た
上
で
、
虐
待
の

「
合
理
的
な
危
険
」
を
認
知
し
て
い
た
と
認
め
た
。
そ
の
こ
と
は
、「
引
き
渡
さ
れ
た
者
た
ち
に
よ
っ
て
主
観
的
に
は
十
分
か
つ
明
確
に
理
解
さ
れ
て
い
た
」

（
80
）

。
し
た
が
っ

て
、
グ
ル
ジ
ア
は
、
五
人
を
引
き
渡
す
前
に
保
証
を
求
め
た
の
で
あ
る
。
そ
の
点
で
は
条
約
違
反
は
認
め
ら
れ
な
い
。

（
81
）

し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
後
ロ
シ

ア
は
、
当
法
廷
ま
た
は
弁
護
士
に
よ
る
拘
禁
中
の
者
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
拒
否
し
た
点
に
鑑
み
て
、
裁
判
所
は
繋
属
中
の
犯
罪
人
引
渡
手
続
の
予
想
さ
れ
る
結
果
を
審
査
す

る
こ
と
は
不
適
当
で
あ
る
が
、
た
だ
し
今
後
、
引
渡
し
が
行
わ
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
条
約
三
条
に
違
反
す
る
結
果
と
な
る
と
し
た
。

そ
の
分
析
に
お
い
て
、
判
決
は
、
三
条
の
絶
対
的
性
質
を
考
慮
に
入
れ
た
。
す
な
わ
ち
「
同
条
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
評
議
会
を
構
成
す
る
民
主
的
社
会
の
根
本
的
な
価
値

の
一
つ
を
保
護
す
る
こ
と
に
あ
る
と
い
う
事
実
」
を
確
認
し
た
。

（
82
）

ロ
シ
ア
は
、
次
の
よ
う
な
チ
ェ
チ
ェ
ン
紛
争
の
国
際
監
視
を
す
べ
て
拒
否
し
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
拷
問
禁

止
委
員
会
の
批
判
的
な
報
告
書
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
評
議
会
の
議
員
総
会
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
た
人
権
の
た
め
の
国
際
ヘ
ル
シ
ン
キ
連
盟
の
報
告
書
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判

所
に
事
件
を
付
託
し
よ
う
と
し
た
チ
ェ
チ
ェ
ン
人
を
訴
追
し
か
つ
殺
害
す
る
よ
う
な
「
重
大
な
警
告
に
値
す
る
新
た
な
現
象
」
な
ど
で
あ
る
。

ま
た
判
決
は
、
犯
罪
人
引
渡
を
実
施
す
る
際
に
グ
ル
ジ
ア
当
局
が
と
っ
た
手
続
を
厳
し
く
批
判
し
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
は
庇
護
権
を
保
障
し
て
い
な
い
こ
と

を
認
め
な
が
ら
も
、
裁
判
所
は
「
他
の
国
へ
の
引
渡
し
が
い
つ
な
さ
れ
る
の
か
、
ま
た
な
さ
れ
る
の
か
ど
う
か
知
る
こ
と
な
く
、「
絶
望
的
な
パ
ニ
ッ
ク
状
態
に
置
く
こ

と
」
を
認
め
る
よ
う
な
こ
と
は
「
想
像
で
き
な
い
」
と
し
た
。

（
83
）

手
続
的
な
保
障
の
欠
落
、
自
ら
が
引
き
渡
さ
れ
る
の
か
ど
う
か
運
命
を
拘
禁
中
の
者
に
知
ら
さ
な
い
こ

と
、
彼
ら
が
経
験
し
た
不
安
と
不
安
定
な
状
態
な
ど
は
、
非
人
道
的
か
つ
品
位
を
傷
つ
け
る
取
扱
い
で
あ
っ
て
、
グ
ル
ジ
ア
に
よ
る
条
約
三
条
上
の
問
題
を
生
じ
さ
せ

る
と
判
示
し
た
。

（
84
）

⑤
条
約
五
条
違
反
に
つ
い
て

小
法
廷
判
決
は
、
ま
た
引
渡
し
の
対
象
と
な
る
者
の
拘
禁
が
条
約
五
条
が
保
障
す
る
身
体
の
自
由
と
安
全
に
一
致
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
検
討
し
た
。
彼
ら
の
拘
禁
は

五
条
一
項
に
お
け
る
例
外
に
該
当
す
る
も
の
と
厳
密
に
は
認
め
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
五
条
二
項
と
三
項
の
基
本
的
な
手
続
上
の
保
護
を
欠
い
て
い
る
と
判
断
し
た
。

（
85
）

判
決

に
よ
れ
ば
、
条
約
五
条
一
項
は
、「
恣
意
性
」
に
対
し
て
最
低
限
の
保
障
を
定
め
て
い
る
。
特
に
、「
逮
捕
さ
れ
た
者
は
す
べ
て
、
自
己
の
身
体
の
自
由
の
剥
奪
が
行
わ
れ

た
理
由
を
知
ら
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
こ
の
本
来
的
に
基
本
的
な
性
質
は
、
五
条
四
項
に
従
っ
て
、
裁
判
所
に
お
い
て
拘
禁
の
合
法
性
を
争
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
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に
、
理
解
す
る
言
語
で
そ
の
者
に
対
し
て
拘
禁
の
法
的
お
よ
び
事
実
上
の
理
由
を
説
明
す
る
義
務
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
情
報
は
、
す
な
わ
ち
個
々
の
事
件
の
事
情
を
考

慮
し
た
上
で
「
十
分
に
早
い
段
階
」
に
、「
迅
速
に
」
知
ら
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
犯
罪
人
引
渡
の
文
脈
で
は
、
そ
の
よ
う
な
通
告
は
、
犯
罪
人
引
渡
の
対
象
と
な
る

者
と
そ
の
代
理
人
が
引
渡
手
続
書
類
を
利
用
す
る
権
利
を
保
障
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
少
な
く
と
も
、
そ
の
よ
う
な
情
報
が
な
け
れ
ば
、

彼
ら
の
権
利
は
架
空
の
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
と
し
た
。

∧
検
　
討
∨

本
件
判
決
は
、
本
件
の
審
理
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
段
階
で
、
自
ら
の
職
権
を
行
使
し
て
仮
保
全
措
置
の
命
令
や
現
地
調
査
の
受
入
要
請
な
ど
と
り
う
る
手
続
法
上
の

あ
ら
ゆ
る
措
置
を
援
用
し
た
こ
と
は
、
特
記
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
86
）

①
仮
保
全
措
置
の
拘
束
力

本
件
判
決
で
は
、
裁
判
所
は
、
グ
ル
ジ
ア
当
局
が
裁
判
所
の
仮
保
全
措
置
決
定
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
五
人
の
申
立
人
を
引
き
渡
し
た
点
に
つ
い
て
条
約
三
四
条

の
違
反
が
あ
っ
た
と
結
論
づ
け
た
。
い
っ
た
ん
引
き
渡
さ
れ
て
し
ま
え
ば
、
彼
ら
は
代
理
人
と
の
接
触
も
な
く
、
隔
離
さ
れ
た
状
態
で
拘
束
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
裁
判

所
の
前
で
の
訴
訟
手
続
期
間
中
に
申
立
権
を
実
効
的
に
行
使
す
る
に
は
不
可
欠
な
武
器
の
平
等
の
原
則
は
、
侵
害
さ
れ
、
そ
の
結
果
、
申
立
人
が
請
願
権
を
行
使
す
る
こ

と
は
重
大
な
支
障
を
被
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
事
情
に
お
い
て
は
、
仮
保
全
措
置
の
拘
束
力
を
認
め
、
人
権
侵
害
を
発
生
さ
せ
な
い
こ
と
が
条
約
上
の
実
施
期
間
と
し
て
の

役
割
で
あ
る
こ
と
を
判
決
は
強
調
し
て
い
る
。

②
現
地
調
査
の
実
施
の
拒
否
と
個
人
申
立
権
の
侵
害

判
決
は
、
引
き
渡
さ
れ
た
申
立
人
か
ら
の
た
っ
た
数
通
の
手
紙
に
よ
る
連
絡
だ
け
で
は
、
ロ
シ
ア
に
対
す
る
申
立
の
本
案
の
審
議
を
完
了
す
る
立
場
に
は
な
い
の
で
、

ロ
シ
ア
で
の
現
地
調
査
が
必
要
で
あ
る
と
決
定
し
た
が
、
こ
れ
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
証
拠
の
収
集
は
こ
う
し
て
妨
害
さ
れ
た
。
現
地
調
査
を
阻
止
し
か

つ
本
件
の
事
実
の
確
認
を
妨
げ
た
こ
と
に
よ
っ
て
ロ
シ
ア
政
府
は
、
三
八
条
一
項
ａ
に
基
づ
く
義
務
を
無
視
し
た
。
こ
と
の
ほ
か
、
判
決
は
結
局
現
地
調
査
団
が
キ
ャ
ン

セ
ル
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
被
っ
た
費
用
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
評
議
会
に
対
し
て
返
却
す
る
よ
う
に
ロ
シ
ア
に
命
じ
さ
え
も
し
た
。

判
決
は
、
こ
の
議
論
を
次
の
よ
う
に
一
層
展
開
し
た
。
ロ
シ
ア
は
、
三
四
条
に
基
づ
く
約
束
に
加
え
て
、
二
〇
〇
二
年
一
一
月
一
九
日
に
裁
判
所
と
交
わ
し
た
約
束
に

応
じ
る
義
務
を
有
し
て
い
た
。
そ
れ
に
は
、
す
べ
て
の
申
立
人
が
裁
判
所
へ
の
ア
ク
セ
ス
を
妨
害
さ
れ
な
い
よ
う
確
保
す
る
た
め
の
約
束
を
含
ん
で
い
た
。
し
か
し
、
裁

判
所
の
要
請
に
も
関
わ
ら
ず
申
立
人
の
代
理
人
は
、
申
立
人
と
面
会
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
し
、
さ
ら
に
裁
判
所
は
彼
ら
と
面
会
す
る
こ
と
も
拒
否
さ
れ
た
。
し
た
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が
っ
て
、
裁
判
所
は
引
き
渡
さ
れ
た
申
立
人
ら
が
妨
害
さ
れ
ず
に
連
絡
を
と
る
自
由
に
つ
い
て
重
大
な
疑
義
を
抱
く
理
由
が
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
グ
ル
ジ
ア
に
対
す

る
申
立
人
ら
の
請
求
を
実
効
的
に
審
査
す
る
こ
と
は
、
ロ
シ
ア
政
府
の
行
為
に
よ
っ
て
重
大
な
影
響
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
結
論
は
マ
マ
ト
ク
ロ
フ
対

ト
ル
コ
事
件
に
お
け
る
裁
判
所
の
判
断
を
一
層
、
拡
大
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
三
四
条
と
三
八
条
と
が
並
行
的
に
審
査
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
三
八
条
の
違

反
は
当
然
に
三
四
条
の
違
反
を
結
果
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。

③
犯
罪
人
引
渡
手
続
の
合
法
性
判
断
に
際
し
て
人
権
条
約
上
の
権
利
を
援
用
で
き
る
か

長
年
、
人
権
裁
判
所
は
人
権
条
約
六
条
一
項
に
定
め
ら
れ
た
「
民
事
上
の
権
利
ま
た
は
刑
事
上
の
罪
」
に
関
す
る
審
査
を
制
限
的
に
解
釈
し
て
き
た
。
外
国
人
の
出
入

国
、
居
住
、
追
放
に
関
す
る
問
題
は
、
公
法
的
性
質
の
問
題
で
あ
っ
て
、
個
人
の
人
権
の
問
題
へ
の
介
入
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
上

認
め
ら
れ
る
個
人
の
権
利
と
し
て
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、「
不
正
規
に
入
国
す
る
の
を
防
ぐ
た
め
の
人
の
合
法
的
な
逮
捕
若
し
く
は
拘
禁
ま
た
は
退
去
強
制
若
し
く
は
犯
罪
人

引
渡
し
の
た
め
の
手
続
が
と
ら
れ
て
い
る
人
の
合
法
的
な
逮
捕
ま
た
は
拘
禁
」
を
認
め
る
五
条
一
項
ｆ
に
だ
け
認
め
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
以
外
は
、
犯
罪
人
引
渡
手
続
は
、

一
九
五
七
年
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
犯
罪
人
引
渡
条
約
（
一
九
七
五
年
の
追
加
議
定
書
お
よ
び
一
九
七
八
年
の
第
二
追
加
議
定
書
に
よ
り
修
正
）
に
よ
り
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
条
約
で
は
、
伝
統
的
な
国
家
中
心
的
、
公
法
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
で
は
、
厳
密
な
双
務
的
な
制
限
以
外
に
は
、
個
人
の
権
利
へ
の
考
慮
は
払
わ
れ
て
い
な
い
。（
例
え
ば
、

政
治
犯
不
引
渡
の
原
則
な
ど
）

し
か
し
な
が
ら
、
徐
々
に
だ
が
確
実
に
状
況
は
変
わ
っ
て
き
た
。
判
決
は
、
一
連
の
判
例
法
に
お
い
て
拘
禁
事
件
に
お
い
て
条
約
五
条
に
定
め
ら
れ
た
、
事
件
調
書
、

弁
護
士
お
よ
び
通
訳
に
対
す
る
ア
ク
セ
ス
の
権
利
お
よ
び
迅
速
な
手
続
お
よ
び
上
訴
の
権
利
が
適
用
さ
れ
る
と
し
て
い
る
。
人
権
条
約
を
「
生
き
た
文
書
」（livin

g

in
stru

m
en

t

）
と
し
て
扱
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
裁
判
所
は
、
犯
罪
人
引
渡
条
約
に
定
め
ら
れ
た
国
家
間
の
手
続
と
の
関
連
に
お
い
て
個
人
の
人
権
の
た
め
の
実
際
的
か
つ

実
効
的
な
保
護
を
試
み
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
裁
判
所
は
、
犯
罪
人
引
渡
条
約
に
違
反
し
て
い
る
か
否
か
の
問
題
や
犯
罪
人
引
渡
の
条
件
な
ど
、
国
家
主
権
の
発
現
が
肯

定
さ
れ
て
い
る
問
題
を
審
査
の
対
象
と
す
る
訳
で
は
な
い
。

判
決
は
、
犯
罪
人
引
渡
手
続
だ
け
で
な
く
、
引
渡
し
の
対
象
と
な
っ
た
者
が
請
求
国
の
手
中
に
お
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
後
の
事
態
ま
で
含
め
て
引
渡
法
シ
ス
テ
ム
の

全
体
を
検
討
し
た
。
裁
判
所
は
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
を
試
み
る
に
際
し
て
、
犯
罪
人
引
渡
条
約
に
定
め
ら
れ
た
手
続
が
適
切
に
適
用
さ
れ
た
か
ど
う
か
を
審
査
し
、
人
権

の
総
合
的
な
保
障
シ
ス
テ
ム
を
条
約
テ
キ
ス
ト
の
中
に
読
み
込
む
こ
と
を
試
み
た
。
判
決
は
、
犯
罪
人
引
渡
手
続
を
専
ら
検
討
し
て
、
引
渡
し
の
対
象
と
な
る
者
の
拘
禁

は
、
条
約
五
条
の
最
小
限
の
保
障
に
照
ら
し
て
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
し
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
判
決
は
、
こ
れ
ら
の
保
障
の
文
言
に
表
面
的
に
従
っ
て
い
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た
と
し
て
も
、
そ
の
精
神
は
侵
害
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
認
め
た
。「
恣
意
的
拘
禁
に
対
す
る
最
小
限
の
保
障
」
と
し
て
、
す
べ
て
の
被
拘
禁
者
は
、
身
体
の
自
由
を
奪
わ
れ

た
理
由
を
告
げ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（
パ
ラ
四
一
三
）。
し
か
し
、
そ
う
し
た
情
報
の
提
供
が
目
的
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
被
拘
禁
者
が
裁
判
所
に
お
い
て
拘
禁
の

合
法
性
に
異
議
を
申
し
立
て
る
こ
と
を
可
能
と
さ
せ
る
手
段
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
五
条
二
項
の
告
知
義
務
は
、
時
間
的
要
素
（「
迅
速
に
」
つ
ま
り
「
十
分
か
つ
実
質

的
に
早
い
段
階
で
）
と
透
明
性
の
要
素
（
事
件
の
調
書
へ
の
ア
ク
セ
ス
（
パ
ラ
四
二
七
）
と
通
訳
お
よ
び
弁
護
士
の
援
助
を
受
け
る
権
利
）
を
含
む
と
解
釈
し
た
。

判
決
は
、
一
歩
進
め
て
、
司
法
的
審
査
に
対
す
る
こ
の
権
利
を
よ
り
広
範
な
文
脈
で
検
討
し
た
。
拘
禁
に
関
す
る
特
別
の
規
定
と
し
て
犯
罪
人
引
渡
の
過
程
を
意
義
づ

け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
換
言
す
れ
ば
、M

aria
G

avou
n

eli

も
指
摘
す
る
よ
う
に
各
国
の
刑
事
司
法
管
轄
権
と
い
う
排
他
的
な
範
囲
か
ら
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
公
序
」
へ
と

移
動
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
裁
判
所
は
、
人
権
条
約
五
条
四
項
の
手
続
的
な
保
障
と
一
三
条
の
実
効
的
救
済
に
対
す
る
権
利
と
を
結
び
つ
け
た
と
評
価
す
る
こ
と
も
で

き
る
。
さ
ら
に
、
犯
罪
人
引
渡
行
為
を
条
約
二
条
と
三
条
の
生
命
権
と
拷
問
の
禁
止
と
い
う
基
準
に
服
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
手
続
的
な
問
題
か
ら
実
体
法
上
の
問
題

へ
と
全
体
を
昇
格
さ
せ
た
と
も
い
え
よ
う
。

４
　S

aad
i

対
イ
タ
リ
ア
事
件

（
87
）

∧
事
実
の
概
要
∨

サ
ヂ
（S

aadi

）
対
イ
タ
リ
ア
事
件
の
申
立
人
で
あ
る
サ
ヂ
は
、
チ
ュ
ニ
ジ
ア
国
民
で
あ
り
、
事
件
当
時
は
イ
タ
リ
ア
の
ミ
ラ
ノ
に
住
ん
で
い
た
。
申
立
人
は
、
イ
タ

リ
ア
国
内
の
居
住
許
可
証
の
公
布
を
受
け
て
お
り
、
そ
れ
は
二
〇
〇
二
年
一
〇
月
ま
で
有
効
と
さ
れ
て
い
た
。
二
〇
〇
二
年
一
〇
月
、
申
立
人
は
、
国
際
テ
ロ
リ
ズ
ム
に

関
与
し
た
容
疑
に
よ
り
逮
捕
さ
れ
、
勾
留
さ
れ
た
。
申
立
人
は
イ
タ
リ
ア
以
外
の
国
に
お
い
て
、
テ
ロ
を
誘
発
さ
せ
る
目
的
で
爆
発
物
に
よ
る
破
壊
行
為
も
含
め
て
テ
ロ

活
動
の
実
行
を
共
謀
し
た
容
疑
の
他
、
公
文
書
偽
造
と
盗
品
の
授
受
な
ど
の
罪
を
問
わ
れ
て
い
た
。

二
〇
〇
五
年
五
月
九
日
、
ミ
ラ
ノ
の
巡
回
裁
判
所
は
、
国
際
テ
ロ
リ
ズ
ム
犯
罪
で
は
な
く
、
公
文
書
偽
造
、
盗
品
（
贓
物
）
授
受
を
共
謀
し
た
罪
に
よ
っ
て
申
立
人
を

有
罪
と
し
た
。

他
方
、
二
〇
〇
五
年
五
月
一
一
日
、
チ
ュ
ニ
ス
の
軍
事
法
廷
は
、
申
立
人
の
欠
席
の
ま
ま
、
平
時
に
外
国
で
活
動
す
る
テ
ロ
組
織
の
構
成
員
で
あ
る
こ
と
お
よ
び
テ
ロ

を
扇
動
し
た
罪
よ
り
二
〇
年
の
拘
禁
刑
を
言
い
渡
し
た
。
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サ
ヂ
は
、
二
〇
〇
六
年
八
月
四
日
に
釈
放
さ
れ
、
八
月
八
日
に
内
務
大
臣
は
、
国
際
テ
ロ
リ
ズ
ム
と
戦
う
た
め
の
緊
急
措
置
に
関
す
る
三
〇
〇
五
年
七
月
一
七
日
の
法

律
の
規
定
に
従
っ
て
、
チ
ュ
ニ
ジ
ア
に
向
け
て
サ
ヂ
を
追
放
す
る
決
定
を
下
し
た
。
内
務
大
臣
は
、
申
立
人
が
イ
タ
リ
ア
国
内
お
よ
び
外
国
に
お
い
て
イ
ス
ラ
ム
原
理
主

義
の
組
織
に
属
す
る
人
物
を
物
的
、
経
済
的
に
支
援
す
る
た
め
の
組
織
内
で
「
積
極
的
な
役
割
」
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
は
事
件
調
書
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
と
の
見
解
を

表
明
し
た
。

サ
ヂ
は
、
政
治
的
庇
護
の
申
請
を
行
っ
た
が
、
二
〇
〇
六
年
九
月
一
四
日
に
棄
却
さ
れ
た
。
同
日
、
同
人
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
に
申
立
を
提
出
し
た
。
裁
判
所

規
則
三
九
条
に
従
っ
て
、
裁
判
所
は
、
イ
タ
リ
ア
政
府
に
対
し
て
今
後
の
通
告
が
あ
る
ま
で
の
間
、
国
外
追
放
を
し
な
い
よ
う
に
求
め
た
。

二
〇
〇
六
年
一
〇
月
七
日
で
退
去
強
制
の
た
め
の
拘
禁
が
許
可
さ
れ
て
い
る
期
間
は
終
了
し
た
た
め
に
、
同
日
サ
ヂ
は
釈
放
さ
れ
た
。
し
か
し
、
今
度
は
、
イ
タ
リ
ア

に
来
る
前
に
居
住
し
て
い
た
フ
ラ
ン
ス
に
対
し
て
の
新
た
な
国
外
追
放
命
令
が
発
給
さ
れ
た
。
サ
ヂ
は
居
住
許
可
と
難
民
申
請
を
行
っ
た
が
、
成
功
し
な
か
っ
た
。
一
一

月
三
日
に
は
、
新
た
に
フ
ラ
ン
ス
に
向
け
て
の
国
外
追
放
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
、
サ
ヂ
は
釈
放
さ
れ
た
。

二
〇
〇
七
年
五
月
二
九
日
、
チ
ュ
ニ
ス
の
イ
タ
リ
ア
大
使
館
は
、
申
立
人
に
関
す
る
チ
ュ
ニ
ジ
ア
国
内
裁
判
所
の
有
罪
判
決
書
の
写
し
を
提
供
す
る
よ
う
に
求
め
る
と

と
も
に
、
仮
に
チ
ュ
ニ
ジ
ア
に
申
立
人
が
追
放
さ
れ
た
と
し
て
も
、
人
権
条
約
三
条
に
違
反
す
る
取
扱
い
を
受
け
る
こ
と
は
な
く
、
ま
た
彼
の
再
審
を
可
能
と
し
、
公
正

な
裁
判
を
受
け
る
で
あ
ろ
う
と
の
保
証
を
求
め
た
。
チ
ュ
ニ
ジ
ア
の
外
務
大
臣
は
、
二
〇
〇
七
年
七
月
に
イ
タ
リ
ア
大
使
館
に
対
し
て
二
度
の
口
上
書
を
送
り
、「
い
っ
た

ん
そ
の
身
元
が
確
認
さ
れ
る
な
ら
ば
、
外
国
で
拘
禁
さ
れ
て
い
る
チ
ュ
ニ
ジ
ア
国
民
の
チ
ュ
ニ
ジ
ア
へ
の
移
送
を
受
け
入
れ
る
」
こ
と
「
チ
ュ
ニ
ジ
ア
の
法
律
は
、
被
拘

禁
者
の
権
利
を
保
障
し
て
お
り
、
関
連
す
る
国
際
条
約
お
よ
び
協
定
に
従
う
で
あ
ろ
う
」
回
答
し
た
。

右
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
申
立
人
は
、
チ
ュ
ニ
ジ
ア
へ
の
追
放
は
条
約
三
条
に
違
反
す
る
と
し
て
人
権
裁
判
所
に
申
し
立
て
た
。

人
権
裁
判
所
の
小
法
廷
は
、
条
約
三
〇
条

（
88
）

に
従
っ
て
自
ら
の
管
轄
権
を
大
法
廷
に
移
管
す
る
こ
と
と
し
た
。

∧
判
決
要
旨
∨

テ
ロ
の
危
険
性
を
過
小
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
国
家
は
、
テ
ロ
リ
ス
ト
の
暴
力
か
ら
社
会
を
防
衛
す
る
際
に
重
大
な
困
難
に
遭
遇
し
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る

と
し
た
が
、
条
約
三
条
の
絶
対
性
を
疑
問
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
た
。

英
国
政
府
は
法
廷
関
係
者
と
し
て
、
送
還
先
が
人
権
条
約
締
約
国
で
は
な
い
国
の
場
合
に
は
人
権
条
約
上
の
基
準
を
適
用
し
て
、
送
還
先
の
国
に
お
け
る
人
権
侵
害
の

恐
れ
を
理
由
と
し
て
送
還
を
禁
止
す
る
こ
と
は
適
当
で
は
な
い
と
の
趣
旨
の
意
見
を
述
べ
た
。
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し
か
し
判
決
は
、
人
が
非
人
道
的
取
り
扱
い
に
服
す
危
険
性
と
送
還
さ
れ
な
い
場
合
に
社
会
に
対
し
て
申
立
人
が
与
え
る
危
険
と
を
比
較
考
量
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

と
考
え
る
と
し
て
次
の
よ
う
に
判
示
し
た
。「
条
約
三
条
に
よ
る
保
護
は
絶
対
的
で
あ
る
か
ら
、
同
条
は
、
い
ず
れ
の
者
も
送
還
先
の
国
家
に
お
い
て
か
か
る
取
扱
い
に
服

す
る
危
険
に
遭
遇
す
る
危
険
が
あ
る
場
合
に
は
、
引
渡
し
ま
た
は
追
放
し
て
は
な
ら
な
い
義
務
を
課
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
条
約
三
条
に
よ
っ
て
国
家
が
負
う
責
任

を
決
定
す
る
た
め
に
、
虐
待
に
よ
る
危
険
と
追
放
の
理
由
と
を
比
較
考
量
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
チ
ャ
ハ
ル
判
決
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
た
原
則
を
再
確
認
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
点
で
、
本
人
の
行
為
が
、
い
か
に
有
害
で
危
険
で
あ
る
と
し
て
も
、
三
条
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
保
護
は
、
難
民
の
地
位
に
関
す
る
条
約
三
二
条
、

三
三
条
に
よ
り
付
与
さ
れ
る
も
の
よ
り
も
広
範
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
考
慮
に
い
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
さ
ら
に
、
こ
の
結
論
は
、
人
権
と
テ
ロ
と
の
戦
い
に
関
す
る

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
評
議
会
の
閣
僚
委
員
会
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
Ⅳ
と
=
に
も
一
致
し
て
い
る

（
89
）

。」

個
人
が
国
家
の
安
全
に
対
す
る
脅
威
と
な
る
場
合
に
は
、
か
か
る
危
険
が
確
実
な
証
拠
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
主
張
に
関
し
て
は
、
判
決
は
、

そ
う
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
条
約
三
条
の
絶
対
性
と
両
立
し
な
い
と
考
え
る
と
し
た
。
強
制
的
な
国
外
追
放
が
条
約
違
反
と
な
る
た
め
に
は
、
申
立
人
が
送
還
先
の
国
に

お
い
て
非
人
道
的
な
取
り
扱
い
を
受
け
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
危
険
が
あ
る
と
信
ず
る
べ
き
十
分
な
理
由
が
証
明
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
再
確
認
す
る
。

判
決
は
、
チ
ュ
ニ
ジ
ア
国
内
の
混
乱
し
た
状
況
を
記
述
し
た
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
、
ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
ラ
イ
ツ
・
ウ
ォ
ッ
チ
の
報
告
書
に
触
れ
た
。

（
90
）

そ
れ
に
よ
れ
ば
二
〇
〇
三
年
の
テ
ロ
防
止
法
に
基
づ
い
て
罪
を
問
わ
れ
た
者
に
対
し
て
は
拷
問
が
多
く
の
例
で
常
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
言
及
し
て
お
り
、
そ
の
内
容
は
、

ア
メ
リ
カ
国
務
省
の
国
別
人
権
報
告
で
も
確
認
さ
れ
て
い
る
。

（
91
）

そ
う
し
た
慣
行
は
、
警
察
勾
留
中
の
人
に
対
し
て
加
え
ら
れ
て
お
り
、
殴
打
、
電
気
シ
ョ
ッ
ク
、
両
手
を

後
ろ
手
に
縛
っ
て
天
井
か
ら
ロ
ー
プ
で
吊
す
行
為
、
強
姦
の
強
迫
、
頭
部
を
水
中
に
浸
け
る
行
為
、
火
の
付
い
た
煙
草
を
押
し
つ
け
る
な
ど
で
あ
る
。
拷
問
、
非
人
道
的

な
取
り
扱
い
の
訴
え
は
、
チ
ュ
ニ
ジ
ア
の
官
憲
に
よ
っ
て
捜
査
の
対
象
と
さ
れ
な
い
。

外
交
上
の
保
証
の
果
た
す
意
味
に
つ
い
て
は
、
国
際
人
権
Ｎ
Ｇ
Ｏ
な
ど
か
ら
批
判
的
な
意
見
が
公
に
さ
れ
て
い
た
。

（
92
）

こ
の
点
に
つ
い
て
判
決
は
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

「
本
件
が
当
法
廷
に
繋
属
中
の
二
〇
〇
七
年
五
月
二
九
日
に
、
イ
タ
リ
ア
政
府
は
チ
ュ
ニ
ジ
ア
政
府
に
対
し
て
、
申
立
人
が
条
約
三
条
に
反
す
る
取
扱
い
に
服
さ
な
い
と

の
外
交
的
保
証
を
チ
ュ
ニ
ス
の
イ
タ
リ
ア
大
使
館
を
通
じ
て
求
め
た
。
し
か
し
、
チ
ュ
ニ
ジ
ア
当
局
は
、
か
か
る
保
証
を
提
供
し
な
か
っ
た
。
当
初
、
チ
ュ
ニ
ジ
ア
当
局

は
、
外
国
で
拘
禁
さ
れ
て
い
る
チ
ュ
ニ
ジ
ア
人
の
チ
ュ
ニ
ジ
ア
へ
の
移
送
を
受
け
入
れ
る
用
意
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
だ
け
で
あ
る
。
チ
ュ
ニ
ジ
ア
外
務
省
が
チ
ュ
ニ
ジ

ア
の
法
律
は
被
拘
禁
者
の
権
利
を
保
障
し
て
お
り
、
ま
た
チ
ュ
ニ
ジ
ア
は
『
関
連
す
る
国
際
条
約
、
諸
協
定
』
に
加
入
し
て
い
る
と
伝
え
た
の
は
、
二
〇
〇
七
年
七
月
一

〇
日
の
第
二
の
口
上
書
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
で
、
本
件
に
お
い
て
は
、
本
条
約
の
諸
原
則
に
明
ら
か
に
反
す
る
慣
行
が
当
局
に
よ
っ
て
行
わ
れ
ま
た
黙
許
さ
れ
て
い
る
の
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で
、
当
法
廷
は
、
国
内
法
の
存
在
と
人
権
に
関
す
る
国
際
条
約
へ
の
加
入
だ
け
で
は
、
原
則
的
に
虐
待
の
危
険
に
対
す
る
十
分
な
保
証
に
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
。

さ
ら
に
、
た
と
え
本
件
で
チ
ュ
ニ
ジ
ア
当
局
が
行
っ
た
よ
う
に
、
イ
タ
リ
ア
が
求
め
た
外
交
的
保
証
が
与
え
ら
れ
た
と
し
て
も
、
申
立
人
が
本
条
約
に
よ
っ
て
禁
止
さ

れ
る
取
扱
い
の
恐
れ
か
ら
保
護
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
十
分
な
保
障
を
実
際
の
適
用
場
面
に
お
い
て
与
え
る
か
否
か
を
当
法
廷
が
検
証
す
る
義
務
を
免
れ
さ
せ
る
こ
と

に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
送
還
先
の
国
か
ら
の
保
障
に
よ
っ
て
与
え
ら
る
重
み
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ケ
ー
ス
ご
と
に
そ
の
時
に
得
ら
れ
る
事
情
に
依
存
し
て
い
る
の
で
あ

る
。し

た
が
っ
て
、
チ
ュ
ニ
ジ
ア
に
申
立
人
を
追
放
す
る
決
定
は
、
も
し
実
施
さ
れ
る
な
ら
ば
条
約
三
条
に
違
反
す
る

（
93
）

。」

申
立
人
が
国
家
の
安
全
に
対
す
る
脅
威
を
及
ぼ
し
て
い
る
場
合
に
は
虐
待
の
恐
れ
が
あ
る
と
い
う
点
を
証
明
す
る
た
め
の
よ
り
強
固
な
証
拠
が
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
う
イ
ギ
リ
ス
政
府
が
主
張
し
た
第
二
の
点
に
つ
い
て
は
、
当
法
廷
は
そ
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
は
三
条
に
よ
っ
て
付
与
さ
れ
た
保
護
の
絶
対
的
な
性
質
と
一
致

し
な
い
と
考
え
る
。
よ
り
高
次
元
の
基
準
を
満
た
す
証
拠
が
な
け
れ
ば
、
国
家
的
安
全
保
障
に
よ
り
、
個
人
に
対
す
る
虐
待
の
恐
れ
を
簡
単
に
受
け
入
れ
る
こ
と
を
正
当

化
す
る
と
い
う
主
張
に
帰
着
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
当
法
廷
は
、
関
連
証
拠
の
水
準
を
変
更
す
る
理
由
は
な
い
も
の
と
考
え
る
。

強
制
的
追
放
の
計
画
が
条
約
違
反
と
な
る
た
め
に
は
、
当
該
の
者
が
三
条
に
よ
り
禁
止
さ
れ
て
い
る
取
扱
い
に
服
す
る
実
際
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
信
ず
る
べ
き
実
質
的

な
理
由
が
存
在
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。」

（
94
）

∧
検
討
∨

本
件
判
決
で
、
最
も
注
目
さ
れ
る
の
は
条
約
三
条
の
規
定
の
絶
対
性
を
再
確
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
家
の
安
全
・
公
の
秩
序
を
理
由
と
す
る
外
国
人
の
追
放
に
関

す
る
国
の
裁
量
権
を
制
限
的
に
解
釈
し
た
こ
と
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
は
、
ソ
エ
リ
ン
グ
事
件
に
お
い
て
犯
罪
人
引
渡
が
人
権
条
約
違
反
を
生
じ
さ
せ
る
か

否
か
を
判
断
す
る
際
に
、
引
渡
対
象
者
の
年
齢
、
国
籍
そ
の
他
の
様
々
な
個
別
、
具
体
的
な
コ
ン
テ
キ
ス
ト
を
考
慮
し
て
き
た
。
そ
の
意
味
で
ソ
エ
リ
ン
グ
事
件
で
は
、

三
条
の
規
定
が
絶
対
的
性
格
を
有
す
る
か
否
か
明
確
に
は
述
べ
て
い
な
い
の
で
、
あ
る
種
の
異
な
る
条
件
の
下
で
は
、
異
な
る
結
論
の
可
能
性
を
暗
示
し
て
い
る
よ
う
に

も
思
わ
れ
た
。
し
か
し
、
本
件
の
大
法
廷
判
決
に
お
い
て
は
、
犯
罪
人
引
渡
の
結
果
、
条
約
三
条
に
違
反
す
る
拷
問
、
非
人
道
的
取
り
扱
い
の
恐
れ
が
一
定
程
度
客
観
的

な
資
料
に
よ
っ
て
予
測
さ
れ
る
場
合
に
は
、
条
約
三
条
の
規
定
が
絶
対
的
性
質
を
有
す
る
と
の
理
由
に
よ
り
、
引
渡
が
禁
止
さ
れ
る
と
判
示
し
た
の
で
あ
る
。

国
家
の
安
全
を
理
由
と
す
る
外
国
人
の
追
放
、
送
還
が
可
能
か
否
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
他
の
国
際
条
約
に
お
い
て
も
曖
昧
な
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
。
難
民
条

約
に
よ
れ
ば
、
難
民
の
追
放
は
原
則
と
し
て
禁
止
さ
れ
て
い
る
が
、「
国
の
安
全
・
公
の
秩
序
」
を
理
由
と
す
る
場
合
に
は
、
例
外
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
る
（
三
二
条
）。
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ま
た
、
同
三
三
条
で
は
、
ノ
ン
・
ル
フ
ル
マ
ン
の
原
則
を
定
め
る
。
た
だ
し
、
同
条
の
二
項
で
は
、
こ
の
原
則
も
「
国
の
安
全
に
と
っ
て
危
険
で
あ
る
」
場
合
や
「
重
大

な
犯
罪
に
よ
っ
て
有
罪
の
判
決
が
確
定
し
、
締
約
国
の
社
会
に
と
っ
て
危
険
な
存
在
と
な
っ
た
も
の
」
は
、
こ
の
原
則
の
利
益
の
享
受
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、

と
定
め
る
（
三
三
条
二
項
）

（
95
）

。
こ
の
よ
う
に
、
難
民
条
約
で
は
、
国
の
安
全
を
理
由
と
す
る
追
放
の
可
能
性
を
二
重
に
定
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
究
極
的
に
は
国
家
の
安

全
や
公
の
秩
序
を
理
由
と
す
る
追
放
、
引
渡
が
可
能
と
も
解
釈
し
う
る
余
地
を
残
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
同
様
に
自
由
権
規
約
一
三
条
も
「
法
律
に
基
づ
い
た
決
定
」

に
よ
る
場
合
に
は
、
外
国
人
の
追
放
を
可
能
と
す
る
定
め
を
置
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
国
家
の
安
全
を
理
由
と
す
る
外
国
人
の
追
放
、
送
還
を
許
容
す
る
規
定
が
「
テ

ロ
と
の
戦
い
」
の
下
で
安
易
に
援
用
さ
れ
て
き
た
と
い
え
よ
う
。
例
え
ば
、
カ
ナ
ダ
連
邦
最
高
裁
判
所
は
、
ス
レ
シ
ュ
事
件

（
96
）

の
判
決
で
「
例
外
的
事
情
に
お
い
て
は
、
拷

問
に
直
面
す
る
退
去
強
制
が
正
当
化
さ
れ
う
る
可
能
性
を
排
除
し
な
い
」
と
い
う
立
場
を
明
ら
か
に
し
て
、
論
議
を
引
き
起
こ
し
て
い
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
は
、

本
件
判
決
に
よ
っ
て
、
条
約
三
条
は
、
難
民
条
約
の
保
護
の
範
囲
よ
り
も
広
い
と
明
確
に
述
べ
、
か
つ
、
拷
問
、
非
人
道
的
取
扱
い
の
禁
止
が
絶
対
的
な
権
利
で
あ
る
と

述
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
外
国
人
の
追
放
、
送
還
等
に
関
す
る
国
の
裁
量
権
を
限
定
す
る
解
釈
を
示
し
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
引
渡
請
求
国
で
あ
る
チ
ュ
ニ
ジ
ア
政
府
か
ら
国
際
協
定
に
従
っ
て
被
拘
禁
者
の
権
利
を
配
慮
す
る
旨
の
外
交
上
の
保
証
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
権
裁

判
所
は
、
こ
れ
を
イ
タ
リ
ア
に
よ
る
条
約
違
反
を
回
避
す
る
理
由
と
し
て
認
め
な
か
っ
た
こ
と
も
「
テ
ロ
と
の
戦
い
」
に
お
け
る
人
権
尊
重
の
意
義
を
強
調
し
た
も
の
と

し
て
注
目
さ
れ
る
。
犯
罪
人
引
渡
手
続
は
、
引
渡
請
求
国
と
被
請
求
国
と
の
間
に
お
い
て
行
わ
れ
る
国
際
司
法
共
助
手
続
き
で
あ
る
か
ら
、
一
般
に
は
引
渡
請
求
国
か
ら

の
外
交
上
の
保
証
は
相
当
程
度
、
重
要
視
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
引
渡
請
求
国
か
ら
の
保
証
を
信
頼
す
る
こ
と
は
、
国
際
司
法
共
助
の
基
本
的
前
提
で
あ
り
、
犯
罪
人
引
渡

制
度
の
根
幹
で
あ
る
と
も
い
え
よ
う
。

他
方
で
、
拷
問
、
虐
待
ま
た
は
非
人
道
的
な
取
扱
い
が
常
態
的
に
行
わ
れ
て
い
る
国
か
ら
の
外
交
上
の
保
証
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
安
易
に
こ
れ
に
依
拠
す
る
こ
と
が

適
切
か
ど
う
か
と
い
う
実
質
的
な
問
題
が
あ
る
。
ま
た
、
外
交
上
の
保
証
は
、
信
義
則
上
の
約
束
以
上
の
も
の
で
は
な
く
、
法
的
な
拘
束
力
を
伴
う
も
の
と
は
い
え
な
い

か
ら
、
保
証
が
履
行
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
と
る
手
段
は
な
い
。
民
主
的
な
国
家
に
お
い
て
さ
え
、
三
権
分
立
の
原
則
の
下
で
は
、
外
交
当
局
の
保
証
が
他
の
国
家
機
関

（
特
に
裁
判
所
）
の
判
断
を
拘
束
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
仮
に
外
交
的
保
証
が
拘
束
力
を
有
す
る
と
す
れ
ば
、
司
法
の
独
立
を
侵
す
こ
と
に
も
な
る
。
ま
た
、

死
刑
を
執
行
し
な
い
と
い
う
外
交
上
の
保
証
は
比
較
的
検
証
し
や
す
い
が
、
拷
問
、
非
人
道
的
取
扱
い
が
行
わ
れ
た
か
否
か
を
事
後
に
検
証
す
る
こ
と
は
一
般
的
に
は
困

難
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
か
ら
み
て
も
、
外
交
上
の
保
証
が
条
約
違
反
を
免
れ
る
た
め
の
免
罪
符
と
な
る
訳
で
は
な
い
。

本
件
の
人
権
裁
判
所
の
判
断
の
背
景
に
は
、
九
・
一
一
同
時
多
発
テ
ロ
以
後
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
が
外
交
上
の
保
証
が
得
ら
れ
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
テ
ロ
事
件
の
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「
容
疑
者
」
を
自
国
内
か
ら
い
わ
ば
厄
介
払
い
す
る
形
で
人
権
侵
害
の
恐
れ
に
目
を
覆
っ
た
ま
ま
、
退
去
強
制
、
追
放
ま
た
は
引
渡
し
す
る
事
案
が
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
こ

と
へ
の
警
鐘
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
同
種
の
事
案
は
、
国
連
の
規
約
人
権
委
員
会

（
97
）

、
拷
問
禁
止
委
員
会

（
98
）

に
お
い
て
も
問
題
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ケ
ー
ス
で
条
約

違
反
が
認
定
さ
れ
て
い
る
。
人
権
裁
判
所
の
判
決
は
、
こ
れ
ら
の
他
の
人
権
条
約
上
の
実
施
機
関
の
意
見
と
も
同
調
す
る
形
で
、
外
交
上
の
保
証
に
安
易
に
依
拠
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
身
柄
の
引
渡
し
を
行
う
こ
と
は
一
定
の
場
合
に
は
、
条
約
違
反
と
な
り
う
る
こ
と
を
確
認
し
た
も
の
で
あ
る
。

四
　
お
わ
り
に

以
上
で
検
討
し
て
き
た
こ
と
を
ま
と
め
て
結
論
を
示
し
て
お
く
こ
と
と
す
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
の
下
で
は
、
犯
罪
人
と
し
て
引
き
渡
さ
れ
た
結
果
、
拷
問
、
非
人
道
的
な
取
扱
い
ま
た
は
刑
罰
に
直
面
す
る
恐
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
引
渡
し

は
禁
止
さ
れ
る
と
い
う
解
釈
が
一
九
九
〇
年
代
ま
で
の
判
例
法
と
し
て
存
在
し
て
き
た
。
本
稿
で
は
、
今
世
紀
に
入
っ
て
「
テ
ロ
と
の
戦
い
」
の
時
代
を
迎
え
て
、
こ
の

原
則
は
何
ら
か
の
影
響
を
受
け
て
い
る
の
か
い
な
い
の
か
、
ま
た
受
け
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
い
か
な
る
影
響
を
受
け
て
い
る
か
と
い
う
観
点
か
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国

の
国
際
刑
事
司
法
協
力
の
動
き
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
の
判
例
を
検
討
し
た
。
そ
の
結
果
、
以
下
の
諸
点
が
確
認
さ
れ
た
。

ま
ず
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
間
の
犯
罪
人
引
渡
制
度
は
、
二
〇
〇
一
年
九
月
一
一
日
の
同
時
多
発
テ
ロ
を
契
機
と
し
て
、
大
き
な
変
革
を
経
験
し
て
き
た
。
テ
ロ
対
策
の
一

環
と
し
て
従
来
の
犯
罪
人
引
渡
手
続
は
見
直
さ
れ
、
特
に
Ｅ
Ｕ
諸
国
間
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
通
逮
捕
状
制
度
の
導
入
に
よ
っ
て
、
従
来
の
犯
罪
人
引
渡
手
続
を
迅
速
化
、

簡
便
化
す
る
大
胆
な
試
み
が
導
入
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
迅
速
か
つ
簡
便
な
方
法
に
よ
る
犯
罪
人
引
渡
は
テ
ロ
と
の
戦
い
に
お
い
て
重
要
な
意
義
を
有
し
て
い
る
が
、
他
方
で
、
人
権
原
理
と
の
調
和
が
課
題
と
な

る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
は
、
こ
れ
ま
で
の
事
例
に
お
い
て
、
こ
の
調
和
の
確
保
に
向
け
て
努
力
を
行
っ
て
き
た
。

ま
ず
、
犯
罪
人
引
渡
の
結
果
、
人
権
侵
害
の
恐
れ
が
予
想
さ
れ
、
か
つ
そ
れ
が
緊
急
の
場
合
に
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
は
、
締
約
国
に
対
し
て
引
渡
し
を
一
時

的
に
停
止
す
る
よ
う
に
仮
保
全
措
置
命
令
を
指
示
し
、
そ
の
遵
守
を
求
め
て
き
た
（M

am
atku

lov

事
件
）。
さ
ら
に
、
国
際
司
法
裁
判
所
の
判
例
等
に
依
拠
し
な
が
ら
、

仮
保
全
措
置
の
法
的
拘
束
力
を
自
ら
認
め
、
そ
の
指
示
に
違
反
し
た
場
合
に
は
、
人
権
条
約
三
四
条
の
個
人
申
立
権
の
侵
害
に
当
た
る
と
い
う
理
論
構
成
を
と
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
人
権
侵
害
を
阻
止
し
よ
う
と
し
て
き
た
。
こ
の
よ
う
な
対
応
は
、
仮
保
全
措
置
の
法
的
拘
束
力
を
認
め
る
主
張
が
近
年
の
国
際
判
例
に
お
い
て
確
立
し
て
き
た
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こ
と
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
。
人
権
裁
判
所
が
こ
う
し
た
判
断
を
採
る
理
由
は
、
人
道
上
の
危
険
が
差
し
迫
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
仮
保
全
措
置
命
令
に
よ
り
一
時
的
に

権
利
を
保
全
し
て
、
取
り
返
し
の
付
か
な
い
結
果
を
さ
け
る
た
め
で
あ
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
は
、
懸
念
さ
れ
る
引
渡
し
が
差
し
迫
っ
て
い
る
よ
う
な
緊
急
の
場
合
で
、
し
か
も
事
態
の
把
握
が
困
難
な
場
合
に
は
、
人
権
条
約
三
八
条
に

従
っ
て
関
係
国
の
領
域
内
で
現
地
調
査
を
受
け
入
れ
る
よ
う
申
し
入
れ
も
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
申
立
人
が
拘
禁
下
に
お
か
れ
て
い
て
、
自
ら
申
立
を
宛
て
る
こ
と
が

困
難
な
場
合
に
、
現
状
を
的
確
に
把
握
し
て
、
法
的
問
題
の
処
理
に
役
立
た
せ
る
と
こ
ろ
に
意
味
が
あ
る
。
現
地
調
査
の
実
施
は
、
個
人
の
申
立
に
関
す
る
事
実
を
確
認

す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
調
査
受
け
入
れ
の
拒
絶
は
、
人
権
条
約
三
四
条
の
個
人
申
立
権
の
行
使
を
著
し
く
毀
損
す
る
の
で
、
人
権
条
約
三
四
条
の
違
反
を

招
く
と
い
う
解
釈
が
示
さ
れ
て
き
た
（S

h
am

ayev

事
件
）。

こ
の
禁
止
は
、
人
権
条
約
締
約
国
間
だ
け
で
は
な
く
、
条
約
の
非
締
約
国
か
ら
の
引
渡
請
求
に
応
じ
て
、
人
権
条
約
締
約
国
が
引
渡
し
を
行
う
場
合
に
も
適
用
さ
れ
る

（S
aadi

事
件
）。
た
だ
し
偽
装
引
渡
の
ケ
ー
ス
に
お
い
て
、
域
外
の
国
か
ら
締
約
国
に
対
し
て
送
還
、
追
放
が
行
わ
れ
た
場
合
に
、
そ
の
合
法
性
の
審
査
に
は
制
限
が
あ

る
。（Ö

calan

事
件
）

犯
罪
人
引
渡
を
行
っ
た
場
合
に
人
権
侵
害
の
恐
れ
が
あ
る
か
ど
う
か
の
判
断
基
準
と
し
て
は
、
人
権
裁
判
所
は
送
還
先
の
国
の
政
府
に
よ
る
外
交
上
の
保
証
に
依
拠
す

る
よ
り
も
、
そ
の
他
の
国
連
の
人
権
機
関
の
報
告
、
第
三
国
政
府
の
報
告
書
、
人
権
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
報
告
な
ど
に
よ
っ
て
総
合
的
に
判
断
す
る
姿
勢
を
見
せ
て
い
る
（S

aadi

事
件
）。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
は
、
以
上
の
よ
う
な
様
々
な
法
解
釈
を
駆
使
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
テ
ロ
と
の
戦
い
」
の
時
代
に
お
い
て
も
犯
罪
人
引
渡
、
退
去
強
制
ま
た

は
追
放
の
結
果
、
送
還
先
に
お
い
て
人
権
条
約
三
条
違
反
の
恐
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
引
渡
し
、
送
還
等
が
禁
止
さ
れ
る
と
い
う
解
釈
を
堅
持
し
て
い
る
。
む
し
ろ
、
三

条
違
反
の
恐
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
禁
止
の
絶
対
性
を
よ
り
明
確
に
述
べ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

最
後
に
、
こ
う
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
経
験
は
、
国
際
社
会
一
般
と
の
関
連
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
一
言
述
べ
て
本
稿
を
閉
じ
た
い
。
ま

ず
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
間
の
地
域
的
人
権
条
約
で
あ
る
か
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
間
に
お
け
る
犯
罪
人
引
渡
に
関
す
る
条
約
の
解
釈
と
し
て

の
意
義
を
有
す
る
に
と
ど
ま
る
。
ま
た
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
テ
ロ
に
関
す
る
一
般
的
な
合
意
が
存
在
し
、
国
家
間
の
協
力
制
度
も
構
築
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
背
景
に
あ
る

だ
ろ
う
。
し
か
し
、
国
際
社
会
一
般
で
は
、
そ
も
そ
も
テ
ロ
に
関
す
る
合
意
が
存
在
し
な
い
し
、「
テ
ロ
と
の
戦
い
」
に
お
い
て
人
権
を
確
保
す
る
た
め
の
制
度
的
保
障
を

欠
い
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
国
際
社
会
一
般
に
対
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
経
験
が
そ
の
ま
ま
妥
当
す
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
し
か
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
域
外
諸
国
か
ら
ヨ
ー
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ロ
ッ
パ
諸
国
に
対
し
て
引
渡
請
求
が
行
わ
れ
る
場
合
に
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
基
準
の
下
で
引
渡
し
の
合
法
性
の
如
何
が
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
方
法
を

通
じ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
基
準
は
国
連
レ
ベ
ル
や
他
の
地
域
の
人
権
条
約
の
解
釈
に
も
徐
々
に
影
響
を
与
え
る
可
能
性
が
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
に
お
け
る
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
お
け
る
犯
罪
人
引
渡
法
の
研
究
は
、
緒
に
つ
い
た
ば
か
り
で
あ
る
。
今
後
は
、
Ｅ
Ｕ
に
お
け
る
共
通
逮
捕
状
制
度
の
問
題
の
考
察
を
深
め
る
と
と
も
に
自
由
権

規
約
委
員
会
お
よ
び
拷
問
禁
止
委
員
会
に
お
け
る
こ
の
問
題
へ
の
対
処
方
法
も
併
せ
て
、
い
っ
そ
う
研
究
を
深
め
て
い
き
た
い
。

注（
１
）

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
は
、「
人
権
お
よ
び
基
本
的
自
由
の
保
護
の
た
め
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
条
約
」（E

u
ropean

C
on

ven
tion

for
th

e
P

rotection
of

H
u

m
an

R
igh

ts
an

d
F

u
n

dam
en

tal

F
reedom

s

、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
）
に
基
づ
く
実
施
機
関
で
あ
る
。
条
約
締
約
国
内
に
お
い
て
条
約
上
の
人
権
を
侵
害
さ
れ
た
と
主
張
す
る
個
人
は
、
国
内
的
救
済
等
の
条
件
を
満
た
し
て
い

る
な
ら
ば
、
人
権
裁
判
所
に
対
し
て
直
接
申
し
立
て
る
権
利
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
同
裁
判
所
の
一
連
の
主
要
判
例
を
検
討
し
た
文
献
と
し
て
戸
波
江
二
、
小
畑
郁
、
江
島
晶
子
、
建
石
真
紀
子
、

北
村
泰
三
編
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
の
判
例
』
信
山
社
（
二
〇
〇
八
年
近
刊
予
定
）
を
参
照
。

（
２
）

筆
者
は
、
こ
の
よ
う
な
人
権
法
が
犯
罪
人
引
渡
法
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
か
つ
て
考
察
を
行
っ
た
。
北
村
泰
三
「
犯
罪
人
引
渡
と
人
権
の
要
請
」
国
際
法
外
交
雑
誌
九
八
巻
一
・
二
号
（
一
九

九
九
年
）
一
五
六
―
一
九
三
頁
参
照
。

（
３
）

こ
の
よ
う
な
国
際
人
権
法
の
性
格
は
、
ユ
ス
・
コ
ー
ゲ
ン
ス
性
を
例
証
し
て
い
る
と
説
明
す
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。E

rik
a

d
e

W
et,

T
h

e
P

roh
ibition

of
T

ortu
re

as
an

In
tern

ation
alN

orm
of

Ju
s

C
ogen

s
an

d
its

Im
plication

s
for

N
ation

alan
d

C
u

stom
ary

L
aw

,E
u

ropean
Jou

rn
alof

In
tern

ation
alL

aw
(E

.J.I.L
.),V

ol.15,2004,p.97.

（
４
）

M
oeckli,H

u
m

an
R

igh
ts

an
d

N
on

-D
iscrim

in
ation

in
th

e
W

ar
on

T
error,O

xford,2008.

（
５
）

安
全
保
障
理
事
会
決
議
一
四
五
六
（
二
〇
〇
三
）
は
、
次
の
よ
う
な
一
節
を
含
ん
で
い
る
。「
６

諸
国
が
テ
ロ
と
の
戦
い
の
た
め
に
採
っ
た
い
か
な
る
措
置
も
国
際
法
に
基
づ
く
す
べ
て
の
義
務

に
一
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
国
際
法
、
特
に
国
際
的
な
人
権
、
難
民
お
よ
び
人
道
法
に
し
た
が
っ
て
採
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」

（
６
）

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
軍
ま
た
は
Ｃ
Ｉ
Ａ
は
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
や
イ
ラ
ク
等
の
中
東
方
面
で
拘
束
し
た
テ
ロ
容
疑
者
を
通
常
の
犯
罪
人
引
渡
で
は
な
く
、
特
別
移
送
（extraordin

ary
ren

di-

tion

）
と
呼
ぶ
手
段
に
よ
っ
て
、
途
中
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
を
経
由
し
て
キ
ュ
ー
バ
の
グ
ア
ン
タ
ナ
モ
米
軍
基
地
に
移
送
す
る
措
置
を
採
っ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
内
に
あ
る
ア
メ
リ
カ
軍
基
地
や
空

港
内
に
お
い
て
も
容
疑
者
を
一
時
的
に
拘
束
し
、
そ
こ
で
の
取
調
に
お
い
て
拷
問
、
非
人
道
的
取
扱
い
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
が
懸
念
さ
れ
た
。D

avid
W

eissbrodt,

A
m

y
B

ergqu
ist,E

xtraordin
ary

R
en

dition
:A

H
u

m
an

R
igh

ts
A

n
alysis,H

arvard
E

n
viron

m
en

tal
L

aw
R

eview
,V

ol.19,
2006,p.

123.

北
村
「
恣
意
的
逮
捕
・
拘
禁
か
ら
の
自

由
の
現
代
的
課
題
」
芹
田
健
太
郎
他
編
集
代
表
『
講
座
国
際
人
権
法
（
二
）
・
国
際
人
権
規
範
の
形
成
と
展
開
』（
信
山
社
、
二
〇
〇
六
年
）
九
三
頁
以
下
参
照
。

（
７
）

C
olin

W
arbrick,T

h
e

E
u

ropean
R

espon
se

to
T

errorism
in

an
A

ge
of

H
u

m
an

R
igh

ts,E
u

ropean
Jou

rn
alof

In
tern

ation
alL

aw
(E

JIL
),V

ol.15,2004,pp.989-1018.

（
８
）

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
評
議
会
は
、
ア
メ
リ
カ
が
特
別
移
送
に
際
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
所
在
す
る
空
港
や
ア
メ
リ
カ
軍
施
設
内
に
お
い
て
テ
ロ
容
疑
者
を
一
時
的
に
拘
束
し
て
い
る
事
実
を
隠
蔽
し
て

い
る
と
し
て
抗
議
す
る
姿
勢
を
と
っ
て
き
た
。S

ee,
A

lleged
S

ecret
D

eten
tion

s
an

d
U

n
law

fu
l

In
ter-S

tate
T

ran
sfers

of
D

etain
ees

In
volvin

g
C

ou
n

cil
of

E
u

rope
M

em
ber

S
tates,C

ou
n

cilof
E

u
rope,D

oc.10957,12
Ju

n
e
2006.

（
９
）

S
oerin

g
v.T

h
e

U
n

ited
K

in
gdom

,Ju
dgm

en
t

of
th

e
E

u
ropean

C
ou

rt
of

H
u

m
an

R
igh

ts,(A
/161)

(1989)
11

E
.H

.R
.R

.
439.

北
村
泰
三
、
熊
本
法
学
六
四
号
七
九
―
一
〇
四
頁

（
一
九
九
〇
年
）
山
本
草
二
他
編
「
ジ
ュ
リ
ス
ト
別
冊
・
国
際
法
判
例
百
選
」
一
〇
四
頁
。

（
10
）

P
atrick

H
u

dson
,D

oes
th

e
D

eath
R

ow
P

h
en

om
en

on
V

iolate
a

P
rison

er’s
H

u
m

an
R

igh
ts

u
n

der
In

tern
ation

alL
aw

?
E

.J.I.L
.V

ol.11
(4),2000,pp.833-856.
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（
11
）

S
.

Z
ü

h
lke

an
d

J.C
.

P
astille,

E
xtradition

an
d

th
e

E
u

ropean
C

on
ven

tion
:

S
oerin

g
R

evisited,
Z

eitsch
rift

fü
r

au
slän

disch
es

öffen
tlich

es
R

ech
t

u
n

d
V

ölkerrech
t

(Z
aöR

V
),V

ol.59
(1999)

p.749
（
12
）

V
an

den
W

ijn
gaert,A

pplyin
g

th
e

E
C

H
R

to
E

xtradition
:O

pen
in

g
P

an
dora’s

B
ox,In

tern
ation

alan
d

C
om

parative
L

aw
Q

u
arterly

(I.C
.L

.Q
),V

ol.39,1990,p.757.

（
13
）

S
u

san
L

.K
em

p,R
efu

gee
L

aw
as

a
S

ou
rce

in
E

xtradition
C

ases,C
rim

in
alL

aw
Jou

rn
al,1998,p.774.

（
14
）

A
h

m
ed

v.A
u

stria,Ju
dgm

en
t

of
17

D
ecem

ber
1996.E

u
ropean

H
u

m
an

R
igh

ts
R

eports
(E

.H
.R

.R
),V

ol,24,1997,p.278

（
15
）

C
h

ah
al

v.
th

e
U

n
ited

K
in

gdom
,

E
.H

.R
.R

,
V

ol.23,
1997,

p.413.
Ju

dgm
en

t,
15

N
ovem

ber
1996.

In
tern

ation
al

Jou
rn

al
of

R
efu

gee
L

aw
,

V
ol.
9,
1997,

pp.86-121.

D
eportation

-
D

an
ger

of
In

h
u

m
an

an
d

D
egradin

g
T

reatm
en

t
-

D
om

estic
R

em
edies,B

.Y
.B

.I.L
.,1997,68,pp.388-390.

（
16
）

D
v.th

e
U

n
ited

K
in

gdom
,2

M
ay
1997,E

.H
.R

.R
.,V

ol.24,1997,p.423.

（
17
）

R
en

e
B

ru
in

an
d

K
ees

W
ou

ters,T
errorism

an
d

th
e

N
on

-derogability
of

N
on

-refou
lem

en
t,In

tern
ation

alJou
rn

alof
R

efu
gee

L
aw

(I.J.R
.L

),V
ol.15

(2003),p.5.

（
18
）

Joan
n

n
a

H
arin

gton
,T

h
e

R
ole

for
H

u
m

an
R

igh
ts

O
bligation

s
in

C
an

adian
E

xtradition
L

aw
,C

an
adian

Y
earbook

of
In

tern
ation

alL
aw

,V
ol.43,2005,pp.45-100.

（
19
）

松
井
芳
郎
編
集
代
表
『
判
例
国
際
法
（
第
二
版
）』
東
信
堂
・
二
四
八
頁
。

（
20
）

K
in

dler

事
件
で
は
、
規
約
人
権
委
員
会
は
、
申
立
人
の
年
齢
、
死
刑
の
執
行
方
法
な
ど
を
総
合
的
に
考
慮
し
て
、
七
条
違
反
の
非
人
道
的
取
扱
い
の
恐
れ
は
な
い
と
判
断
し
た
。N

g

事
件
で
は
、

青
酸
ガ
ス
に
よ
る
死
刑
の
執
行
の
恐
れ
は
七
条
違
反
の
非
人
道
的
取
扱
い
を
結
果
さ
せ
る
と
判
断
し
た
。

（
21
）

R
oger

Ju
dge

v.
C

an
ada,

C
om

m
u

n
ication

N
o.
829/1998,

5
A

u
gu

st
2002,

C
C

P
R

/C
/78/D

/829/1998).

松
井
編
、
前
掲
書
、
二
二
五
頁
。
坂
元
茂
樹
「
死
刑
廃
止
国
に
対
す
る
新
た
な

義
務
」
世
界
人
権
問
題
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
紀
要
二
号
（
二
〇
〇
六
年
）
一
―
二
六
頁
。

（
22
）

こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
、
北
村
、
前
掲
論
文
参
照
。

（
23
）

E
u

ropean
C

on
ven

tion
on

E
xtradition

13.12.1957.
P

aris.
E

T
S
024.

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
評
議
会
の
四
五
の
加
盟
国
が
批
准
、
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
と
し
て
イ
ス
ラ
エ
ル
と
南
ア
フ
リ
カ
も
加

入
し
て
い
る
（
二
〇
〇
八
年
四
月
現
在
）。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
評
議
会
の
犯
罪
人
引
渡
条
約
に
つ
い
て
は
、
次
の
資
料
に
一
括
し
て
条
文
と
趣
旨
説
明
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。C

ou
n

cil
of

E
u

rope,

E
xtradition

:E
u

ropean
S

tan
dards,C

ou
n

cilof
E

u
rope

P
u

blish
in

g,2006.

（
24
）

A
ddition

al
P

rotocol
to

th
e

E
u

ropean
C

on
ven

tion
on

E
xtradition

.
S

trasbou
rg,
15.10.1975.

E
T

S
086

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
評
議
会
の
三
六
か
国
が
批
准
、
他
に
南
ア
フ
リ
カ
が
加
入

（
二
〇
〇
八
年
四
月
現
在
）。

（
25
）

S
econ

d
A

ddition
alP

rotocolto
th

e
E

u
ropean

C
on

ven
tion

on
E

xtradition
.S

trasbou
rg,17.03.1978.E

T
S
098

締
約
国
数
は
四
〇
か
国
（
二
〇
〇
八
年
四
月
現
在
）。

（
26
）

E
u

ropean
C

on
ven

tion
on

M
u

tu
alA

ssistan
ce

in
C

rim
in

alM
atters

1959,
C

E
T

S
N

o.:030

締
約
国
数
四
七
か
国
（
二
〇
〇
八
年
四
月
現
在
）。

（
27
）

イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
テ
ロ
対
策
立
法
に
つ
い
て
は
、
江
島
晶
子
「
国
際
人
権
条
約
を
介
し
た
議
会
と
裁
判
所
と
の
新
た
な
関
係
」
法
律
論
叢
七
九
巻
四
・
五
号
（
二
〇
〇
七
年
）、
同
「
人
権
に
対

す
る
挑
戦
－
イ
ギ
リ
ス
の
状
況
」
国
際
人
権
一
八
号
（
二
〇
〇
七
年
）
二
一
－
二
九
頁
参
照
。

（
28
）

一
九
七
七
年
一
月
二
七
日
、
採
択
、
署
名
の
た
め
に
開
放
。
一
九
七
八
年
八
月
四
日
発
効
。
締
約
国
数
四
七
（
二
〇
〇
八
年
四
月
現
在
）。

（
29
）

締
約
国
数
は
一
一
（
二
〇
〇
八
年
四
月
現
在
）。

（
30
）

こ
の
よ
う
な
取
扱
い
は
人
権
と
の
関
連
で
問
題
を
孕
む
可
能
性
が
あ
る
。

（
31
）

H
u

m
an

R
igh

ts
an

d
th

e
F

igh
t

again
st

T
errorism

,T
h

e
C

ou
n

cilof
E

u
rope

G
u

idelin
es,adopted

on
11

Ju
ly,2002,

（
32
）

Ibid.,p.34.

（
33
）

Ibid.,p.34.
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（
34
）

例
え
ば
、
二
〇
〇
七
年
五
月
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
ロ
ン
ド
ン
市
内
で
起
こ
っ
た
元
ロ
シ
ア
の
防
諜
庁
（
Ｆ
Ｓ
Ｂ
）
の
職
員
で
あ
っ
た
リ
ト
ビ
ネ
ン
コ
氏
殺
害
事
件
に
お
い
て
、
イ
ギ
リ
ス
は
ロ
シ
ア

に
対
し
て
容
疑
者
の
ロ
シ
ア
人
を
引
き
渡
す
よ
う
請
求
し
た
が
、
ロ
シ
ア
は
自
国
民
不
引
渡
を
理
由
に
こ
れ
を
拒
否
し
た
。
例
え
ば
、
朝
日
新
聞
、
二
〇
〇
六
年
一
二
月
三
日
記
事
参
照
。
こ
の
事

件
は
、
両
国
間
で
外
交
官
の
追
放
措
置
に
ま
で
発
展
し
た
。

（
35
）

高
山
佳
奈
子
「
国
際
社
会
（
Ｅ
Ｕ
・
国
連
）
に
お
け
る
刑
事
法
（
特
集
刑
法
典
の
百
年
）」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
三
四
八
号
（
二
〇
〇
八
年
一
月
）
一
八
一
―
一
八
九
頁
。

（
36
）

小
木
曽
綾
「
Ｅ
Ｕ
の
警
察
政
策
」『
宮
沢
浩
一
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
〔
現
代
社
会
と
刑
事
法
〕（
宮
沢
浩
一
先
生
古
稀
祝
賀
論
文
集
編
集
委
員
会
編,

成
文
堂
）
第
三
巻
（
二
〇
〇
〇
年
）
四
一

五
頁
。

（
37
）

リ
ス
ボ
ン
条
約
六
一
条
か
ら
六
九
条
が
刑
事
司
法
、
警
察
協
力
の
分
野
に
お
け
る
Ｅ
Ｕ
諸
国
間
の
協
力
体
制
の
構
築
を
定
め
て
い
る
。

（
38
）

森
下
忠
『
犯
罪
人
引
渡
法
の
研
究
』
成
文
堂
（
二
〇
〇
四
年
）
五
九
頁
。

（
39
）

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
の
犯
罪
人
引
渡
条
約
の
仮
訳
は
、
森
下
、
前
掲
書
六
八
頁
参
照
。

（
40
）

G
eoff

G
ilbert,R

espon
din

g
to

In
tern

ation
alC

rim
e,M

artin
u

s
N

ijh
off,2006,p.35
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41
）

C
ou

n
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F
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ew
ork

D
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2002/584/JH
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e
E

u
ropean

A
rrest

W
arran

t
an

d
th

e
S

u
rren

der
P

rocedu
res

betw
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M
em

ber
S

tates.
R

ob

B
lekxtoon

an
d

W
ou

ter
van

B
allegooij.ed,H

an
dbook

on
th

e
E

u
ropean

A
rrest

W
arran

t,C
am

bridge,2005.

（
42
）

枠
組
決
定
は
、
加
盟
国
間
の
法
制
度
を
接
近
さ
せ
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
。
Ｅ
Ｕ
委
員
会
ま
た
は
加
盟
国
の
提
案
に
よ
り
、
全
会
一
致
で
採
択
さ
れ
る
。
加
盟
国
を
拘
束
す
る
が
、
結
果
の
達
成

は
義
務
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
採
る
べ
き
手
段
の
選
択
は
各
加
盟
国
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
る
。

（
43
）

G
eoff

G
ilbert,su

pra
n

ote
40,p.36.

（
44
）

双
罰
性
の
原
則
と
は
、
引
渡
犯
罪
は
、
請
求
国
と
被
請
求
国
（
も
し
、
そ
の
引
渡
犯
罪
に
係
る
行
為
が
被
請
求
国
内
に
お
い
て
行
わ
れ
た
場
合
）
の
双
方
で
、
そ
の
実
体
法
お
よ
び
手
続
法
に
照

ら
し
て
、
刑
罰
を
科
し
、
ま
た
は
こ
れ
を
執
行
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
原
則
で
あ
る
。

（
45
）

例
え
ば
、
あ
る
国
に
お
い
て
、
私
人
Ａ
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
人
種
差
別
や
外
国
人
排
撃
の
言
論
を
行
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
他
の
国
が
自
国
の
法
の
下
で
Ａ
に
つ
い
て
共
通
逮
捕
状
を
発
給
し
、

Ａ
の
身
柄
の
引
渡
を
求
め
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
か
、
と
い
っ
た
問
題
が
想
定
さ
れ
よ
う
。

（
46
）

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
条
約
三
五
条
は
、
枠
組
み
決
定
に
関
す
る
共
同
体
裁
判
所
の
管
轄
権
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
定
め
る
。「
１
　
共
同
体
司
法
裁
判
所
は
、
本
条
に
定
め
る
条
件
に
従
い
、
枠
組
み

決
定
や
諸
決
定
の
有
効
性
と
解
釈
に
つ
い
て
、
ま
た
本
編
に
基
づ
い
て
制
定
さ
れ
た
協
定
の
解
釈
お
よ
び
そ
れ
ら
を
実
施
す
る
た
め
の
措
置
の
有
効
性
と
解
釈
に
関
し
て
先
行
判
決
を
与
え
る
管
轄

権
を
有
す
る
。

２
　
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
条
約
の
署
名
時
ま
た
は
そ
れ
以
降
に
な
さ
れ
た
宣
言
に
よ
り
、
い
ず
れ
の
加
盟
国
も
１
に
明
記
さ
れ
た
先
行
判
決
を
与
え
る
司
法
裁
判
所
の
管
轄
権
を
受
諾
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

３
項
〜
７
項
（
略
）

（
47
）

渡
邉
斉
志
「
ド
イ
ツ：

テ
ロ
リ
ス
ト
犯
罪
規
定
を
改
正
す
る
た
め
の
法
律
案
―
Ｅ
Ｕ
法
の
国
内
法
化
」
外
国
の
立
法
二
一
八
号
（
二
〇
〇
三
年
）
一
五
〇
―
一
五
六
頁
。

（
48
）
「
枠
組
み
決
定
」
と
は
、
Ｅ
Ｕ
の
第
三
の
柱
で
あ
る
司
法
内
務
協
力
分
野
に
お
け
る
立
法
形
式
で
あ
る
。
Ｅ
Ｕ
条
約
三
四
条
二
項
ｂ
は
、
刑
事
司
法
協
力
の
分
野
に
お
い
て
「
構
成
国
の
法
令
を

摺
り
合
わ
せ
る
た
め
の
枠
組
み
決
定
を
採
択
す
る
。」
と
定
め
て
い
る
。

（
49
）
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dgm
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V
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D

e
M
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M
ay
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2007.

C
elex

N
o.605J0303.

（
50
）

本
判
決
の
検
討
は
、
い
ず
れ
他
日
を
期
し
た
い
。
な
お
判
例
評
釈
と
し
て
次
を
参
照
。C

ase
com

m
en

t,C
ase

C
-303/05,C

olu
m

bia
Jou

rn
alof

E
u

ropean
L

aw
,V

ol
14,2007,p.169.
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（
51
）

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
基
本
法
一
六
条
二
項
参
照
。「
い
か
な
る
ド
イ
ツ
人
も
、
外
国
に
引
き
渡
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
連
合
を
構
成
す
る
一
の
国
家
ま
た
は
一
の
国
際
裁
判
所
へ
の
引

渡
し
に
関
し
て
は
、
法
治
国
家
の
諸
原
則
が
保
た
れ
て
い
る
限
度
で
、
法
律
に
よ
り
異
な
る
規
律
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」
本
条
の
第
二
文
は
、
国
際
刑
事
裁
判
所
へ
の
犯
罪
人
引
渡
の
た
め
に

定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
オ
ス
テ
ン
「
国
際
刑
事
裁
判
諸
規
程
と
国
内
立
法
―
ド
イ
ツ
『
国
際
刑
法
典
』
草
案
を
素
材
と
し
て
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
二
〇
七
号
（
二
〇
〇
一
年
）。

（
52
）

高
山
佳
奈
子
「
ド
イ
ツ
の
欧
州
共
通
逮
捕
状
法
に
関
す
る
違
憲
判
決
に
つ
い
て
」
法
学
論
叢
一
六
〇
巻
一
号
（
二
〇
〇
六
年
）
一
―
一
九
頁
。N

icolas
N

oh
lan

,
G

erm
an

y:
E

u
ropean

A
rrest

W
arran

t
C

ase:
In
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al
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C
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stitu
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al

L
aw

,
V

ol.6,
2008,
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V
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h
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an

L
aw

Jou
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ol.7,2005,p.45.

（
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）

Ö
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v.
T

u
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Ju
dgm

en
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C

h
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12

M
arch

2003,
E
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ol.X
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X
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of
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ran
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h
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12
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E
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V

ol.X
X

p.X
X

.

M
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rilsch
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46221/99,

th
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erican
Jou

rn
al
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In

tern
ation
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L

aw
,

V
ol.
100,

N
o.
1.
2006,

pp.
180-186

新
井
京

「
判
例
紹
介
・
ク
ル
ド
民
族
武
装
闘
争
指
導
者
の
変
則
的
引
渡
し
と
死
刑
宣
告
」
国
際
人
権
一
八
号
（
二
〇
〇
七
年
）
一
三
九
頁
。

（
54
）

こ
れ
に
対
す
る
ト
ル
コ
治
安
当
局
に
よ
る
Ｐ
Ｋ
Ｋ
構
成
員
の
容
疑
を
か
け
ら
れ
た
者
お
よ
び
そ
の
家
族
等
に
対
す
る
人
権
侵
害
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
上
、
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
き
た
。
人

権
条
約
三
条
に
違
反
す
る
拷
問
を
認
定
し
た
ア
ス
コ
イ
（A

sh
koy

）
対
ト
ル
コ
事
件
（
一
九
九
六
年
一
二
月
一
八
日
判
決
）
な
ど
が
あ
る
。

（
55
）

A
n

drew
C
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am
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ym

biosis
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alH
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aw
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V
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（
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）

B
ozan

o
v.F

ran
ce,S

eries
A

.V
ol.111,E

.H
.R

.R
,V

ol.9,1986,p.297.

（
57
）

C
ou

n
cilof

E
u

rope,E
xtradition

:E
u

ropean
S

tan
dards,p.108.

（
58
）

G
eoff

G
ilbert,su

pra
n

ote
40,p.342.

（
59
）

ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
は
、
旧
ソ
連
か
ら
分
離
独
立
し
た
国
家
で
あ
り
「
独
立
国
家
共
同
体
」（
Ｃ
Ｉ
Ｓ
）
の
加
盟
国
で
は
あ
る
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
評
議
会
の
加
盟
国
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
人
権
条
約
の
締
約
国
で
は
な
い
。

（
60
）

M
am

atku
lov

v.
T

u
rkey,

E
.H

.R
.R

.,
V

ol.25,
2005,

p.41
(E

C
H

R
(G

ran
d

C
h

am
ber)

）M
arch

8,
2005.

大
塚
泰
寿
「
マ
マ
ク
ロ
フ
及
び
ア
ブ
ド
ラ
ス
ロ
ヴ
ィ
ッ
チ
対
ト
ル
コ
事
件
」

国
際
人
権
一
五
号
（
二
〇
〇
四
年
）
一
〇
六
頁
。

（
61
）

C
ase

C
om

m
en

t,M
am

atlu
lov

an
d

A
sku

rov
v

T
u

rkey:T
h

e
R

elevan
ce

of
A

rticle
6

to
E

xtradition
P

roceedin
gs,E

u
ropean

H
u

m
an

R
igh

ts
L

aw
R

eview
,V

ol.
4,2005,

pp.409-418.

（
62
）

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
の
手
続
規
則
（R

u
les

of
th

e
C

ou
rt,

二
〇
〇
六
年
七
月
）
三
九
条
は
、
仮
保
全
措
置
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

「
１
　
小
法
廷
お
よ
び
ま
た
は
そ
の
裁
判
長
は
、
締
約
国
ま
た
は
他
の
い
ず
れ
か
の
者
ま
た
は
自
ら
の
動
議
に
基
づ
き
、
当
事
者
の
利
益
の
た
め
に
ま
た
は
そ
の
他
の
関
係
者
の
請
求
に
よ
り
、
当

事
者
の
利
益
に
お
い
て
裁
判
手
続
の
適
正
な
運
用
上
の
利
益
の
た
め
に
適
当
と
み
な
さ
れ
る
暫
定
措
置
を
当
事
者
に
通
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
こ
れ
ら
の
措
置
は
、
閣
僚
委
員
会
に
も
通
知
さ
れ
る
。

３
　
小
法
廷
は
、
暫
定
措
置
の
実
施
に
関
連
す
る
い
ず
れ
の
問
題
に
関
す
る
情
報
に
つ
い
て
も
当
事
者
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。」

（
63
）S

u
pra

n
ote,60,para.91.

（
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）

C
ru

z
V
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v.S

w
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dgm
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th

e
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rt,20

M
arch

1991.

（
65
）

Ibid.,paras.128
&
129.

（
66
）

G
eoff

G
ilbert,su

pra
n

ote,40,p,147.

67

犯罪人引渡に関するヨーロッパ人権裁判所の判例法の展開



（
67
）

A
lastair
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ol.5
(2),2005,pp.377-386.
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68
）

C
ru

z
V

aras
v.S

w
eden

,E
.H

.R
.R

.,V
ol.14,1992,pp.20-45

（
69
）

ラ
グ
ラ
ン
事
件
に
つ
い
て
は
、
北
村
「
国
際
人
権
法
と
領
事
関
係
条
約
の
交
錯
に
つ
い
て
―
外
国
人
被
拘
禁
者
に
対
す
る
領
事
面
会
権
の
保
障
の
意
義
―
」
法
学
新
報
一
〇
九
巻
五
・
六
号
（
二

〇
〇
三
年
）。
国
際
司
法
裁
判
所
判
例
研
究
会
「
資
料
判
例
研
究
・
国
際
司
法
裁
判
所
ラ
グ
ラ
ン
事
件
―
仮
保
全
措
置
の
申
請
」
国
際
法
外
交
雑
誌
一
〇
一
巻
一
号
（
二
〇
〇
二
年
）
一
〇
一
―
一

一
七
頁
。

（
70
）

C
rim

e
an

d
sen
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rts
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d
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u
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R
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aw
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ol.3,2005,pp.317-320.

（
71
）

C
om

m
u

n
ication

N
o.869/1999,U

.N
.doc.C

C
P

R
/C

/70/D
/869/1999

(2000).

（
72
）

Join
t

P
artly

D
issen

tin
g

O
pin

ion
of

Ju
dges

C
aflisch

,T
u

rm
en

an
d

K
ovler.

（
73
）

グ
ル
ジ
ア
、
ロ
シ
ア
両
国
と
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
の
締
約
国
で
あ
る
。

（
74
）

S
h
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ayev

an
d

O
th

ers
v.G
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d
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dgm
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of
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ection
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pril
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（
75
）

Ibid.,paras
57-73.

（
76
）

Ibid.,para.313.

（
77
）

Ibid.,para.277.

（
78
）

Ibid.,para.473.

（
79
）

Ibid.,para.335.

（
80
）

Ibid.,para.340.

（
81
）

Ibid,para.353.

（
82
）

Ibid.,para.359

（
83
）

Ibid.,paras.379
an

d
380.

（
84
）

Ibid.,para.381.

（
85
）

Ibid.,para.396.

（
86
）

M
aria

G
avou

n
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ase
C

om
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en
t,S

h
am

ayev
&

O
th

ers
v.G
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&

R
u
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.J.I.L
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ol.100,N
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ly
2006),pp.674-683.
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）

S
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dgm
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t
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G
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d
C

h
am

ber,28
F
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2008.

判
決
文
は
人
権
裁
判
所
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジH

U
D

O
C

,<h
ttp://w

w
w

.ech
r.coe.in

t/ech
r/>

を
参
照
。

（
88
）

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
三
〇
条
で
は
、
従
来
の
判
例
と
一
致
し
な
い
結
果
を
も
た
ら
す
可
能
性
の
あ
る
場
合
に
は
、
小
法
廷
は
大
法
廷
に
管
轄
を
移
管
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
定
め
て
い
る
。

（
89
）

S
u

pra
n

ote
87,para.138.

（
90
）

S
u

pra
n

ote
66,para.131.

（
91
）

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
国
務
省
の
国
別
人
権
報
告
書
を
参
照
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ttp://w
w

w
.state.gov/g/drl/rls/h

rrpt/2005/61700.h
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>

（
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H
u

m
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D
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Q
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（
93
）

S
u

pra
n

ote
86,para.147-149.
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（
94
）

Ibid.,para.140.
（
95
）

難
民
条
約
の
三
二
条
、
三
三
条
の
解
釈
に
つ
い
て
は
次
の
文
献
を
参
照
。Jam

es
C

.
H

ath
aw

ay,
T

h
e

R
igh

ts
of

R
efu

gees
u

n
der

In
tern

ation
al

L
aw

,
C

am
bridge

U
n

iversity

P
ress,2005,p.659.

（
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）

S
u

resh
v.C

an
ada

(M
in

ister
of

C
itizen

sh
ip

an
d

Im
m

igration
),[2002]

1
S

.C
.R

.3.

阿
部
浩
己
「
す
べ
て
は
『
安
全
』
の
た
め
に
」
国
際
人
権
一
八
号
（
二
〇
〇
七
年
）
三
〇
ー
三
八

頁
。

（
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）

規
約
人
権
委
員
会
は
、
外
交
上
の
保
証
を
受
け
て
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
か
ら
エ
ジ
プ
ト
に
強
制
送
還
さ
れ
た
結
果
、
拷
問
を
受
け
た
と
主
張
す
る
申
立
人
か
ら
の
通
報
に
お
い
て
、
自
由
権
規
約
七
条

の
違
反
を
認
め
た
。
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/C

/88/D
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（
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）

国
連
拷
問
禁
止
委
員
会
も
、
同
様
の
事
件
に
お
い
て
条
約
違
反
が
認
定
さ
れ
た
例
が
あ
る
。A

h
m

ed
H

u
ssein

M
u

stafa
K

am
il

A
giza

v.
S

w
eden

,
C

om
m

u
n

ication
N

o.
233/2003,

C
A

T
/C

/34/D
/233/2003.
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